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表1　天保12年（1841）10月　大村藩領内の実高と内訳
地区名 村名 蔵入・浮地 請地 新地 私領 内用地 小路屋敷 合計

地
　
　
　
　
　
　
　
　
方

久原分
石斗升合勺

583.0782
石斗升合勺

76.2148
石斗升合勺

570.8542
石斗升合勺

157.7970
石斗升合勺

1,387.9442

池田分 817.1749 155.4616 石斗升合勺
202.3427 1,214.1227 2,389.1019 

竹松村 2,245.0227 64.7427 98.0140 101.0140 2,508.7934 
福重村 2,979.1802 31.8210 266.8327 332.0550 3,609.8889 
松原村 1,255.6776 246.2795 45.5953 1,547.5524 
萱瀬村 1,056.5609 11.0476 248.0221 564.9588 1,880.5894 
鈴田村 1,442.0786 7.4060 67.6494 934.4100 2,451.5440 
三浦村 745.6880 120.2499 3.2480 586.6614 1,455.8473 
江ノ串村 324.2893 2.9661 116.4222 929.5257 1,373.2033 
千綿村 939.6906 447.2600 801.8797 2,188.8303 
彼杵村※ 3,179.5078 337.5776 396.6257 3,913.7111 

川棚村 2,328.4228 52.3608 235.9599 416.3614 
石斗升合勺
9.4764 3,042.5813 

上波佐見村 2,243.4854 44.2670 561.8428 961.0638 3,810.6590 
下波佐見村 2,013.6617 142.6430 714.3417 1,359.8987 6.9850 4,237.5301 
宮村 1,316.3227 8.0704 93.7839 677.2893 2,095.4663 

向

地

伊木力村 220.6724 1.8996 14.0579 435.8637 1.8832 674.3768 
長與村 1,562.5665 53.0943 11.8425 642.7283 2,270.2316 
時津村 1,290.3731 18.2933 521.4005 1,830.0669 
浦上村 1,472.6858 21.5697 714.1745 2,208.4300 
戸町村 470.8018 10.0002 40.3388 521.1408 

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 29.1907 383.1029 412.2936 
西海村 155.0093 155.0093 
村松村 459.4517 12.8604 161.8652 634.1773 
子々川村 1.0580 176.4858 177.5438 
長浦村 41.0766 337.5287 378.6053 
戸根村 160.3823 160.3823 
形上村 163.1140 8.5202 213.5835 385.2177 
尾戸村 21.5994 80.4701 102.0695 
小口浦 6.2681 6.2681 
三町分 299.2573 51.9400 52.1527 521.4427 924.7927 
下岳村 359.9516 15.4103 57.1743 432.5362 
平原村 61.0291 61.0291 
亀ノ浦 170.4845 4.5200 68.1073 243.1118 
中山村 193.8430 193.8430 
宮ノ浦 30.6614 30.6614 
白似田村 55.4408 55.4408 
八木原村 45.0434 1.9770 143.9927 191.0131 
小迎村 40.2157 114.6367 154.8524 
川内浦村 617.5300 132.1622 10.3374 760.0296 
水ノ浦村 87.0319 87.0319 
横瀬村 300.3139 11.8855 312.1994 

外
　
　
　
　
海

面髙村 125.9435 11.1935 137.1370 
天久保村 1.3523 104.7119 106.0642 
黒口村 30.4255 25.0000 45.4318 100.8573 
太田和村 24.1867 81.8773 190.4023 296.4663 
中浦村 59.5029 12.9529 231.5245 303.9803 
多以良村 156.2774 8.4974 177.7042 342.4790 
七ツ釜浦 81.0490 9.6658 12.5502 103.2650 
瀬戸村 532.0147 16.5905 548.6052 
雪浦村 187.8684 10.2963 232.6500 430.8147 
神浦村 280.7507 11.0502 143.5425 435.3434 
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地区名 村名 蔵入・浮地 請地 新地 私領 内用地 小路屋敷 合計

外
　
　
　
　
海

三重村 303.4775 42.8482 525.3348 871.6605 
畒苅村 68.4980 28.0270 145.4253 241.9503 
式見村 95.8737 306.2879 402.1616 
福田村 574.8580 2.9802 577.8382 
大嶋村 25.7407 27.3301 53.0708 
黒瀬村 12.5411 44.4123 1.6963 58.6497 
蛎ノ浦 37.9742 37.9742 
﨑戸浦 12.2433 12.2433 
松嶋村 184.7211 0.1233 184.8444 
江ノ嶋村 3.0831 179.6652 182.7483 
平嶋浦 74.9998 8.8938 83.8936 

合計 33,914.8775 1,427.0746 4,106.0292 17,131.4880 30.3783 157.7970 56,767.6446 

【註】    藤野　保提供、両家筆頭・大村氏（松浦系）伝来「天保十二年丑十月　御領内惣髙并惣竃人数書出」から作成。
蔵入、請地、内用地は史料上、御蔵、直請、御内用地と記載。
※請地337石5斗7升7合6勺は後述の表2では新地とあり、相違がある。
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地区名 村　名 蔵入・浮地 請　　地 新　地 私　領 内用地 堂　地 竿先抱地 梠開 楮苧開 水主屋鋪 水主地 合計

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

久原分 石斗升合勺
607.2852

石斗升合勺
76.2148

石斗升合勺
722.2116

石斗升合勺
2.0207

石斗升合勺
1,407.7323 

池田分① 838.0351 159.1797 石斗升合勺
202.6433 2,039.9790 石斗升合勺

9.8660 3,249.7031 

竹松村 2,306.5256 19.5707 101.9842 221.5003 石斗升合勺
2.4811 2,652.0619

福重村 3,008.7771 33.4060 266.8327 330.4585 1.3132 3,640.7875 
松原村 1,257.7253 246.2795 59.5248 0.6000 石斗升合勺

2.6089 3.2933 0.0433 1,570.0751 
萱瀬村 1,069.8630 26.5662 249.0422 574.1979 8.3006 1,927.9699 
鈴田村 1,458.7097 7.4179 67.7214 938.5165 2,472.3655 
三浦村 724.9872 140.7288 3.2480 692.9516 0.8746 1,562.7902 
江串村 387.8751 23.5998 116.5483 845.1904 1.9250 1,375.1386 
千綿村 1,097.4376 25.9094 464.9203 648.4324 1.9509 石斗升合勺

3.4505 31.5675 2,273.6686 
彼杵村※② 3,201.5020 337.5776 409.0651 12.0231 37.3184 3,997.4862 
川棚村 2,315.3082 114.7322 235.9599 749.0210 石斗升合勺

9.4764 3,424.4977 
上波佐見村 2,299.1582 96.0085 562.8826 1,128.0367 4,086.0860 
下波佐見村 1,950.1120 231.8535 714.3649 1,061.6737 6.9850 3,964.9891 
宮村 1,262.5885 53.7068 93.7839 707.9734 1.3114 2,119.3640 

向
　
　
　
　
　
　
地

伊木力村 218.3739 14.0574 229.4623 1.7792 463.6728
佐瀬村 7.1190 1.8996 225.4178 234.4364 
長与村 1,509.6426 43.3519 11.8425 128.2629 1,693.0999 
幸田村 23.0889 54.2090 489.4732 566.7711 
時津村 1,291.9040 556.3245 1,848.2285 
滑石村 9.5215 18.2933 387.7404 415.5552
浦上西村③ 273.9141 34.0507 0.0380 308.0028
浦上北村④ 541.1347 8.6212 45.2805 595.0364
浦上家野村 334.5689 7.9990 342.5679
浦上木場村 300.1912 20.0000 246.8889 567.0801
戸町村 473.9366 10.0002 40.2791 524.2159

内
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 30.8113 313.8741 344.6854
西海村 219.8308 7.3050 185.7543 412.8901
村松村 50.0976 3.8684 39.3142 2.7729 96.0531
子々川村 11.6487 10.3165 239.3008 261.2660 
長浦村 81.4491 341.2106 422.6597 
戸根村 134.4543 20.7215 228.1212 383.2970 
形上村 167.6570 8.5202 233.2110 0.2213 409.6095 
尾戸村 24.4647 84.0145 108.4792
小口浦⑤ 6.2681 0.3735 6.6416
三町分 310.6301 29.7185 49.4009 239.8963 629.6458
下岳村 339.8419 77.5576 376.7901 13.0751 石斗升合勺

2.7536 810.0183
亀浦村 87.6963 4.3596 49.0937 1.8173 142.9669
中山村 65.4869 2.7687 216.4098 284.6654
宮浦村 23.8631 33.5985 57.4616 
白似田村 0.3620 2.7520 64.2741 67.3881 

表2　弘化2年（1845）3月、文久2年（1862）9月　大村藩領内の実高と内訳
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地区名 村　名 蔵入・浮地 請　　地 新　地 私　領 内用地 堂　地 竿先抱地 梠開 楮苧開 水主屋鋪 水主地 合計

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

久原分 石斗升合勺
607.2852

石斗升合勺
76.2148

石斗升合勺
722.2116

石斗升合勺
2.0207

石斗升合勺
1,407.7323 

池田分① 838.0351 159.1797 石斗升合勺
202.6433 2,039.9790 石斗升合勺

9.8660 3,249.7031 

竹松村 2,306.5256 19.5707 101.9842 221.5003 石斗升合勺
2.4811 2,652.0619

福重村 3,008.7771 33.4060 266.8327 330.4585 1.3132 3,640.7875 
松原村 1,257.7253 246.2795 59.5248 0.6000 石斗升合勺

2.6089 3.2933 0.0433 1,570.0751 
萱瀬村 1,069.8630 26.5662 249.0422 574.1979 8.3006 1,927.9699 
鈴田村 1,458.7097 7.4179 67.7214 938.5165 2,472.3655 
三浦村 724.9872 140.7288 3.2480 692.9516 0.8746 1,562.7902 
江串村 387.8751 23.5998 116.5483 845.1904 1.9250 1,375.1386 
千綿村 1,097.4376 25.9094 464.9203 648.4324 1.9509 石斗升合勺

3.4505 31.5675 2,273.6686 
彼杵村※② 3,201.5020 337.5776 409.0651 12.0231 37.3184 3,997.4862 
川棚村 2,315.3082 114.7322 235.9599 749.0210 石斗升合勺

9.4764 3,424.4977 
上波佐見村 2,299.1582 96.0085 562.8826 1,128.0367 4,086.0860 
下波佐見村 1,950.1120 231.8535 714.3649 1,061.6737 6.9850 3,964.9891 
宮村 1,262.5885 53.7068 93.7839 707.9734 1.3114 2,119.3640 

向
　
　
　
　
　
　
地

伊木力村 218.3739 14.0574 229.4623 1.7792 463.6728
佐瀬村 7.1190 1.8996 225.4178 234.4364 
長与村 1,509.6426 43.3519 11.8425 128.2629 1,693.0999 
幸田村 23.0889 54.2090 489.4732 566.7711 
時津村 1,291.9040 556.3245 1,848.2285 
滑石村 9.5215 18.2933 387.7404 415.5552
浦上西村③ 273.9141 34.0507 0.0380 308.0028
浦上北村④ 541.1347 8.6212 45.2805 595.0364
浦上家野村 334.5689 7.9990 342.5679
浦上木場村 300.1912 20.0000 246.8889 567.0801
戸町村 473.9366 10.0002 40.2791 524.2159

内
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 30.8113 313.8741 344.6854
西海村 219.8308 7.3050 185.7543 412.8901
村松村 50.0976 3.8684 39.3142 2.7729 96.0531
子々川村 11.6487 10.3165 239.3008 261.2660 
長浦村 81.4491 341.2106 422.6597 
戸根村 134.4543 20.7215 228.1212 383.2970 
形上村 167.6570 8.5202 233.2110 0.2213 409.6095 
尾戸村 24.4647 84.0145 108.4792
小口浦⑤ 6.2681 0.3735 6.6416
三町分 310.6301 29.7185 49.4009 239.8963 629.6458
下岳村 339.8419 77.5576 376.7901 13.0751 石斗升合勺

2.7536 810.0183
亀浦村 87.6963 4.3596 49.0937 1.8173 142.9669
中山村 65.4869 2.7687 216.4098 284.6654
宮浦村 23.8631 33.5985 57.4616 
白似田村 0.3620 2.7520 64.2741 67.3881 

表2　弘化2年（1845）3月、文久2年（1862）9月　大村藩領内の実高と内訳
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地区名 村　名 蔵入・浮地 請　　地 新　地 私　領 内用地 堂　地 竿先抱地 梠開 楮苧開 水主屋鋪 水主地 合計
八木原村 49.1931 12.1120 168.0588 229.3639
小迎村 35.9287 132.2033 168.1320 
川内浦村 565.0253 24.2149 153.4099 15.0953 757.7454
伊ノ浦 3.6372 3.6372
畠下浦
横瀬浦村 306.4286 99.1284 405.5570 

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村 128.0408 12.1220 47.5739 187.7367
天久保村 1.4003 73.9554 75.3557
黒口村 45.8845 55.4321 101.3166
大田和村 24.7098 81.8773 190.4023 296.9894
中浦村 60.0351 13.2712 231.5245 304.8308
多以良村⑥ 150.1804 8.4974 196.1932 0.2533 355.1243
七ッ釜浦⑦ 91.2062 10.8195 15.3509 0.1417 2.8076 120.3259
瀬戸村 544.5537 16.8935 22.5067 1.9496 585.9035
雪浦村 209.7126 10.2963 233.4176 1.0147 454.4412
神浦村⑧ 326.4969 147.3385 0.2197 474.0551
黒崎村 95.7656 121.9362 217.7018
三重村⑨ 205.4347 57.7101 425.2127 8.6799 697.0374
陌苅村 55.2287 30.3585 168.1702 253.7574
式見村⑩ 82.5012 326.5028 5.4248 414.4288
福田村 506.0351 105.6428 611.6779
大島村 34.6164 39.7445 74.3609
黒瀬村 23.0745 44.4123 1.3137 68.8005
嘉喜浦村 46.0889 46.0889
崎戸浦 13.7374 13.7374
松島村 208.1622 0.1233 8.3339 216.6194
江島村 3.0831 179.6600 182.7431
平島村 78.8166 9.0489 87.8655

合　　　計 34,215.1875 1,514.6349 3,818.8914 19,346.1114 56.0966 4.6140 2.7536 24.8835 3.4505 35.8077 104.0130 59,126.4391 
【註】 藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会、1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』（大村史談会、

2010年）から作成。
梠開、楮苧開は史料上、 梠闢、楮苧闢と記される。

※新地337石5斗7升7合6勺は前述の表1では請地とされ、相違がある。
以下、各註記の文中と末に出典として（一）などの数字で『大村郷村記』の巻数を記載。
① 別に宝庫野皮屋渡1石７升2合3勺があり（一）、これを加算すると合計3250石7斗7升5合4勺となる。また、池田分

の水主屋鋪は水主銀免除とある（一）。
②水主地は水主畠と記される（三）。
③別に荘屋屋敷4斗1升5勺があり（四）、これを加算すると合計308石4斗1升3合3勺となる。
④別に横目役屋敷2斗2升6合5勺があり（四）、これを加算すると合計595石2斗6升2合9勺となる。
⑤水主地は水主畠と記される（四）。
⑥水主地は水主畑と記される（五）。
⑦ 水主地は水主畑と記される（五）。別に地料屋鋪1斗4升1合7勺があり（五）、これを加算すると合計120石4斗6升7

合6勺となる。
⑧堂地は寺屋鋪と記される（六）。
⑨水主地は水主畑と記される（六）。
⑩水主地は水主畠と記される（六）。
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地区名 村　名 蔵入・浮地 請　　地 新　地 私　領 内用地 堂　地 竿先抱地 梠開 楮苧開 水主屋鋪 水主地 合計
八木原村 49.1931 12.1120 168.0588 229.3639
小迎村 35.9287 132.2033 168.1320 
川内浦村 565.0253 24.2149 153.4099 15.0953 757.7454
伊ノ浦 3.6372 3.6372
畠下浦
横瀬浦村 306.4286 99.1284 405.5570 

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村 128.0408 12.1220 47.5739 187.7367
天久保村 1.4003 73.9554 75.3557
黒口村 45.8845 55.4321 101.3166
大田和村 24.7098 81.8773 190.4023 296.9894
中浦村 60.0351 13.2712 231.5245 304.8308
多以良村⑥ 150.1804 8.4974 196.1932 0.2533 355.1243
七ッ釜浦⑦ 91.2062 10.8195 15.3509 0.1417 2.8076 120.3259
瀬戸村 544.5537 16.8935 22.5067 1.9496 585.9035
雪浦村 209.7126 10.2963 233.4176 1.0147 454.4412
神浦村⑧ 326.4969 147.3385 0.2197 474.0551
黒崎村 95.7656 121.9362 217.7018
三重村⑨ 205.4347 57.7101 425.2127 8.6799 697.0374
陌苅村 55.2287 30.3585 168.1702 253.7574
式見村⑩ 82.5012 326.5028 5.4248 414.4288
福田村 506.0351 105.6428 611.6779
大島村 34.6164 39.7445 74.3609
黒瀬村 23.0745 44.4123 1.3137 68.8005
嘉喜浦村 46.0889 46.0889
崎戸浦 13.7374 13.7374
松島村 208.1622 0.1233 8.3339 216.6194
江島村 3.0831 179.6600 182.7431
平島村 78.8166 9.0489 87.8655

合　　　計 34,215.1875 1,514.6349 3,818.8914 19,346.1114 56.0966 4.6140 2.7536 24.8835 3.4505 35.8077 104.0130 59,126.4391 
【註】 藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会、1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』（大村史談会、

2010年）から作成。
梠開、楮苧開は史料上、 梠闢、楮苧闢と記される。

※新地337石5斗7升7合6勺は前述の表1では請地とされ、相違がある。
以下、各註記の文中と末に出典として（一）などの数字で『大村郷村記』の巻数を記載。
① 別に宝庫野皮屋渡1石７升2合3勺があり（一）、これを加算すると合計3250石7斗7升5合4勺となる。また、池田分

の水主屋鋪は水主銀免除とある（一）。
 ②水主地は水主畠と記される（三）。
③別に荘屋屋敷4斗1升5勺があり（四）、これを加算すると合計308石4斗1升3合3勺となる。
④別に横目役屋敷2斗2升6合5勺があり（四）、これを加算すると合計595石2斗6升2合9勺となる。
⑤水主地は水主畠と記される（四）。
⑥水主地は水主畑と記される（五）。
⑦ 水主地は水主畑と記される（五）。別に地料屋鋪1斗4升1合7勺があり（五）、これを加算すると合計120石4斗6升7

合6勺となる。
⑧堂地は寺屋鋪と記される（六）。
⑨水主地は水主畑と記される（六）。
⑩水主地は水主畠と記される（六）。



586

地区名 村名 地域別 竈数（軒） 人口（人）
男 女 合計

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

久原分 542 1,091 1,017 2,108

池田分 並松以外 871 1,708 1,613 3,321
並松 76 162 143 305

當町① 646 1,318 1,249 2,567
竹松村 707 1,343 1,316 2,659
福重村 662 1,358 1,224 2,582
松原村 404 827 799 1,626
萱瀬村 510 1,066 979 2,045
鈴田村 526 1,197 1,133 2,330
三浦村 411 940 785 1,725
江ノ串村 366 747 714 1,461
千綿村 601 1,255 1,171 2,426

彼杵村
同町・音琴浦以外 742
同町② 282 2,378 2,258 4,636
音琴浦 118

川棚村
同町・小串浦以外 736
同町③ 273 2,900 2,680 5,580
小串浦 194

上波佐見村 1,162 2,713 2,618 5,331
下波佐見村 664 1,566 1,400 2,966

宮村 久津浦以外 462 1,354 1,229 2,583久津浦 47

向
　
　
地

伊木力村 327 738 711 1,449
長与村 1,030 2,388 2,364 4,752
時津村 845 2,031 1,996 4,027
浦上村 646 1,327 1,390 2,717
戸町村 279 523 595 1,118

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 147 417 361 778
西海村 71 183 215 398
村松村 188 523 508 1,031
子々川村 119 355 316 671
長浦村 194 486 529 1,015
戸根村 91 241 236 477
形上村 183 483 465 948
尾戸村 136 358 339 697
小口浦 43 113 113 226
三町分 307 796 719 1,515
下岳村 310 608 599 1,207
平原村 40 109 88 197
亀ノ浦 138 370 382 752
中山村 115 223 216 439
宮ノ浦 83 205 204 409
白似田村 59 165 159 324
八木原村 117 299 255 554
小迎村 149 380 374 754

表3　天保12年（1841）10月　大村藩領内の竈数、男女別人口
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地区名 村名 地域別 竈数（軒） 人口（人）
男 女 合計

内
　
　
海

川内浦村 伊ノ浦以外 318 700 673 1,373
伊ノ浦 112 290 259 549

水ノ浦村 畠下浦以外 63 158 138 296
畠下浦 73 153 141 294

横瀬村 206 564 505 1,069

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面髙村 150 349 348 697
天久保村 80 193 189 382
黒口村 83 189 191 380
太田和村 223 571 558 1,129
中浦村 224 518 516 1,034
多以良村 228 632 579 1,211
七ツ釜浦 200 462 467 929
瀬戸村 634 1,833 1,864 3,697
雪浦村 469 1,083 1,155 2,238
神浦村 984 2,438 2,448 4,886
三重村 815 2,183 2,181 4,364
畝苅村 262 704 695 1,399
式見村 726 2,027 2,096 4,123
福田村 512 1,338 1,483 2,821
大嶋村 184 448 427 875
黒瀬村 144 385 367 752
蛎ノ浦 137 327 352 679
﨑戸浦 121 274 278 552
松嶋村 391 919 987 1,906
江ノ嶋村 167 398 376 774
平嶋浦 152 310 284 594

合計（軒・人） 242,068 56,690 55,019 111,709
【註】  藤野　保提供、両家筆頭・大村氏（松浦系）伝来「天保十二年丑十月　御領内惣髙并惣竃人数書出」から作成。
下記のとおり、上記表中の當町①、同町②、③の特定は、後年の編さんではあるが、当史料（天保12年（1841）成立）
と性格が近い文久2年（1862）成立の「郷村記」（『大村郷村記』）を用いた。
①  『大村郷村記』第一巻の玖島城下町によれば、後述の表4のとおり、男人数1082人、女人数1117人で、上記表當

町の軒数とあまり差がない。また後述の道具付（附）1軒（表5註、表6）、私領12軒（表7、表8註）、座頭1軒（表
9、10）は同数で、また後述の表9では町役5軒、町人563軒、表10では町役７軒、町人572軒とあり、表9、10
中、玖島城下町と當町の町人軒数が領内最多であることが分かる。以上のことから當町とは、久原分・池田分を除
く、玖島城下町（町人地）の片町・本町・田町・水主町（現大村市片町・西本町・東本町・水主町）と考えられる。

②  『大村郷村記』第三巻の彼杵村によれば、彼杵町の竈数は284軒とあって上記彼杵村同町の軒数とあまり差がない
ことから、同町とは彼杵町（通称彼杵本町、現東彼杵町宿郷）と考えられる。

③  『大村郷村記』第三巻の川棚村によれば、川棚町の竈数は45軒とあって上記川棚村同町の軒数とあまり差がなく、
また後述の表7の川棚浦の浦竈数は213軒とあり、表8の川棚村同町の浦百姓軒数と同数なので同町とは川棚町（現
川棚町百津郷・下組郷など）及び川棚浦（同）の合計と考えられる。



588

地区名 村名 竈数（軒） 人口（人）
男数 女数 合計

地
　
　
　
　
　
　
方

大村 2,569 4,718 4,760 9,478 
竹松村 705 1,291 1,237 2,528 
福重村 667 1,215 1,206 2,421 
松原村 410 787 718 1,505 
萱瀬村 508 984 883 1,867 
鈴田村 531 1,162 1,080 2,242 
三浦村 398 853 768 1,621 
江串村 349 716 631 1,347 
千綿村 609 1,243 1,169 2,412 
彼杵村 1,133 2,385 2,277 4,662 
川棚村 1,203 2,919 2,666 5,585 
上波佐見村 1,161 2,851 2,680 5,531 
下波佐見村 659 1,593 1,506 3,099 
宮村 519 1,347 1,209 2,556 

向
　
　
　
　
　
地

伊木力村 219 479 470 949 
佐瀬村 110 249 270 519 
長与村 947 2,279 2,265 4,544 
幸田村 90 221 230 451 
時津村 852 2,166 2,181 4,347 
滑石村 140 289 319 608 
浦上西村 74 153 169 322 
浦上北村 160 356 430 786 
浦上家野村 48 98 128 226 
浦上木場村 227 539 527 1,066 
戸町村 278 537 596 1,133 

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 146 409 394 803 
西海村 159 436 437 873 
村松村 115 297 311 608 
子々川村 120 351 318 669 
長浦村 192 510 528 1,038 
戸根村 91 232 234 466 
形上村 189 530 536 1,066 
尾戸村 136 381 383 764 
小口浦 47 117 128 245 
三町分 324 701 643 1,344 
下岳村 359 859 819 1,678 
亀浦村 135 375 358 733 
中山村 117 329 338 667 
宮浦村 85 236 231 467 
白似田村 60 167 160 327 
八木原村 116 285 274 559 
小迎村 150 389 358 747 
川内浦村 321 754 705 1,459 
伊ノ浦 115 287 257 544 
畠下浦 73 173 154 327 

表４　�弘化2年（1845）3月、文久2年（1862）9月　大村藩領内の竈数、人口、男女別数
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地区名 村名 竈数（軒） 人口（人）
男数 女数 合計

横瀬浦村 305 759 697 1,456 

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村 151 360 361 721 
天久保村 80 202 211 413 
黒口村 85 208 189 397 
大田和村 224 614 577 1,191 
中浦村 223 501 517 1,018 
多以良村 228 637 573 1,210 
七ッ釜浦 201 506 513 1,019 
瀬戸村※ 679 2,075 2,165 4,240 
雪浦村 471 1,117 1,222 2,339 
神浦村 1,081 2,728 2,732 5,460 
黒崎村 257 727 730 1,457 
三重村 629 1,707 1,723 3,430 
陌苅村 280 800 764 1,564 
式見村 778 2,290 2,326 4,616 
福田村 536 1,445 1,581 3,026 
大島村 193 504 503 1,007 
黒瀬村 153 454 479 933 
嘉喜浦村 138 334 370 704 
崎戸浦 121 296 289 585 
松島村 397 963 1,044 2,007 
江島村 168 389 368 757 
平島村 170 338 329 667 

合計（軒・人） 25,164 59,202 58,204 117,406 
【註】  藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会、1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』

（大村史談会、2010年）から作成。
※全人口4240人のうち、309（男158、女151）人が家船である（『大村郷村記』第五巻）。
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表５　天保12年（1841）10月　大村藩領内の家臣・陪臣（武士ほか）軒数

地区名 村名 地域別 大給、
大給席

小給、
小給格、
小給間

御道
具付 扶持人 扶持

人間 陪臣 間人 合計
（軒）

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

久原分 17 44 169 230 

池田分 並松以外 30 67 210 307 
並松 1 2 3 

當町 1 5 1 58 65 
竹松村 16 28 40 84 
福重村 16 33 35 84 
松原村 4 14 13 31 
萱瀬村 7 35 25 67 
鈴田村 12 63 195 270 
三浦村 4 25 8 37 
江ノ串村 4 27 122 153 
千綿村 6 23 27 56 

彼杵村
同町・音琴浦以外 18 37 11 66 
同町 5 1 2 5 13 
音琴浦 1 1 

川棚村
同町・小串浦以外 16 45 11 72 
同町 2 1 1 4 
小串浦 2 10 6 18 

上波佐見村 12 43 11 66 
下波佐見村 10 40 5 55 

宮村 久津浦以外 11 49 2 62 
久津浦

向
　
　
地

伊木力村 3 3 
長与村 1 15 9 25 
時津村 6 20 11 1 38 
浦上村 3 8 8 19 
戸町村 3 2 6 11 

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 1 1 2 
西海村
村松村 7 22 2 31 
子々川村
長浦村 1 1 
戸根村 2 2 
形上村 1 1 
尾戸村 1 1 
小口浦 2 2 
三町分 1 11 3 15 
下岳村 1 19 2 22 
平原村
亀ノ浦 6 1 7 
中山村
宮ノ浦 3 3 
白似田村 1 2 3 
八木原村 1 1 
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地区名 村名 地域別 大給、
大給席

小給、
小給格、
小給間

御道
具付 扶持人 扶持

人間 陪臣 間人 合計
（軒）

内
　
　
海

小迎村 3 11 1 15 

川内浦村 伊ノ浦以外 1 6 7 
伊ノ浦 1 3 4 

水ノ浦村 畠下浦以外
畠下浦 2 1 3 

横瀬村 4 2 6 

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面髙村 7 17 24 
天久保村
黒口村
太田和村
中浦村
多以良村 3 3 
七ツ釜浦 4 4 
瀬戸村 3 14 4 21 
雪浦村 1 15 4 20 
神浦村 4 6 50 60 
三重村 2 13 5 20 
畝苅村 1 3 2 6 
式見村 10 11 21 
福田村 6 71 77 
大嶋村 2 1 3 
黒瀬村 2 1 3 
蛎ノ浦 1 4 6 11 
﨑戸浦 5 5 
松嶋村 1 13 4 18 
江ノ嶋村 2 2 
平嶋浦 3 4 2 9 

合計（軒） 239 842 1 1,183 2 1 5 2,273
【註】藤野　保提供、両家筆頭・大村氏（松浦系）伝来「天保十二年丑十月　御領内惣髙并惣竃人数書出」から作成。
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村名 両家 家老 城代 馬廻 医師 城下大給 村大給 小給 船頭 足軽 足軽格 大筒之者 普請組 船手組 請地家来 拝借家来 間人 合計（軒）

地
　
　
　
　
　
　
　
方

大村① 375 63 131 233 3 30 94 15 35 979
竹松村② 12 17 25 46 12 112
福重村③ 5 20 33 49 9 3 16 135
松原村④ 6 19 12 2 39
萱瀬村⑤ 5 6 41 22 3 5 82
鈴田村⑥ 14 73 208 16 311
三浦村⑦ 2 3 21 10 9 45
江串村⑧ 7 33 104 7 6 157
千綿村⑨ 1 8 23 36 8 3 8 87
彼杵村⑩ 1 22 35 9 1 9 77
川棚村⑪ 20 55 7 22 83 187
上波佐見村⑫ 13 38 8 29 67 155
下波佐見村⑬ 2 10 38 6 35 39 91
宮村⑭ 16 48 14 31 78

向
　
　
　
　
　
　
　
地

伊木力村 2 1 3
佐瀬村 1 1
長与村⑮ 2 7 13 3 5 30
幸田村
時津村⑯ 1 8 18 2 1 3 6 39
滑石村
浦上西村⑰ 4 6 3 13
浦上北村⑱ 5 1 1 7
浦上家野村 2 2
浦上木場村⑲ 1 1 1 3
戸町村⑳ 1 3 3 2 2 2 2 15

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 1 1 2 3 7
西海村㉑ 1 10 1 12
村松村㉒ 6 11 1 6 24
子々川村 4 4
長浦村㉓ 1 1 2
戸根村 2 2
形上村㉔ 2 2
尾戸村 1 1
小口浦 2 2
三町分㉕ 2 12 2 16
下岳村㉖ 2 19 13 34
亀浦村㉗ 1 5 2 8
中山村㉘ 12 12
宮浦村㉙ 3 2 5
白似田村 1 2 3
八木原村 1 1
小迎村㉚ 4 10 14
川内浦村㉛ 2 6 5 13
伊ノ浦 1 3 4
畠下浦㉜ 3 1 1 5
横瀬浦村㉝ 1 1 3 1 2 8
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村名 両家 家老 城代 馬廻 医師 城下大給 村大給 小給 船頭 足軽 足軽格 大筒之者 普請組 船手組 請地家来 拝借家来 間人 合計（軒）

地
　
　
　
　
　
　
　
方

大村① 375 63 131 233 3 30 94 15 35 979
竹松村② 12 17 25 46 12 112
福重村③ 5 20 33 49 9 3 16 135
松原村④ 6 19 12 2 39
萱瀬村⑤ 5 6 41 22 3 5 82
鈴田村⑥ 14 73 208 16 311
三浦村⑦ 2 3 21 10 9 45
江串村⑧ 7 33 104 7 6 157
千綿村⑨ 1 8 23 36 8 3 8 87
彼杵村⑩ 1 22 35 9 1 9 77
川棚村⑪ 20 55 7 22 83 187
上波佐見村⑫ 13 38 8 29 67 155
下波佐見村⑬ 2 10 38 6 35 39 91
宮村⑭ 16 48 14 31 78

向
　
　
　
　
　
　
　
地

伊木力村 2 1 3
佐瀬村 1 1
長与村⑮ 2 7 13 3 5 30
幸田村
時津村⑯ 1 8 18 2 1 3 6 39
滑石村
浦上西村⑰ 4 6 3 13
浦上北村⑱ 5 1 1 7
浦上家野村 2 2
浦上木場村⑲ 1 1 1 3
戸町村⑳ 1 3 3 2 2 2 2 15

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 1 1 2 3 7
西海村㉑ 1 10 1 12
村松村㉒ 6 11 1 6 24
子々川村 4 4
長浦村㉓ 1 1 2
戸根村 2 2
形上村㉔ 2 2
尾戸村 1 1
小口浦 2 2
三町分㉕ 2 12 2 16
下岳村㉖ 2 19 13 34
亀浦村㉗ 1 5 2 8
中山村㉘ 12 12
宮浦村㉙ 3 2 5
白似田村 1 2 3
八木原村 1 1
小迎村㉚ 4 10 14
川内浦村㉛ 2 6 5 13
伊ノ浦 1 3 4
畠下浦㉜ 3 1 1 5
横瀬浦村㉝ 1 1 3 1 2 8

表6　弘化2年（1845）３月、文久2年（1862）9月　大村藩領内の家臣・陪臣（武士ほか）軒数
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村名 両家 家老 城代 馬廻 医師 城下大給 村大給 小給 船頭 足軽 足軽格 大筒之者 普請組 船手組 請地家来 拝借家来 間人 合計（軒）

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村㉞ 3 6 21 3 33
天久保村
黒口村
大田和村 1 1
中浦村
多以良村 1 1
七ッ釜浦 5 1 6
瀬戸村㉟ 4 16 13 4 37
雪浦村㊱ 2 15 4 21
神浦村㊲ 5 5 14 2 26
黒崎村㊳ 1 2 7 10
三重村㊴ 7 9 10 3 29
陌苅村㊵ 1 4 1 1 7
式見村㊶ 2 11 34 3 50
福田村㊷ 2 5 69 1 31 108
大島村㊸ 2 1 3
黒瀬村㊹ 2 2 4
嘉喜浦村㊺ 1 4 5 5 1 1 17
崎戸浦㊻ 5 5 2 12
松島村㊼ 2 13 14 8 37
江島村 2 2
平島村㊽ 1 3 4 1 2 11

合計（軒） 2 4 31 305 856 7 958 19 30 94 21 131 11 468 3,312 412
【註】  藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会、1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』（大村史談会、

2010年）から作成。※『大村郷村記』によれば、表中の医師以外に村医（郷医）、間医が記載されるが、同一巻で
は医師は家臣に位置付けられるため、村医、郷医、間医数は表10に記載した。

　　  以下、各註記の文末に出典として（一）などの数字で『大村郷村記』の巻数を記載。なお、『大村藩戸町村郷村記』は
（戸）とした。

①  村大給63軒の内訳は、久原分24軒、池田分36軒、町3軒（同書に2軒とも別記）で、小給131軒の内訳は、久原分57軒、
池田分67軒、町7軒（同書に10軒とも別記）である（一）。

　  足軽233軒の内訳は、簱組足軽７軒（久原分1軒、池田分5軒、町1軒）、鉄砲足軽49軒（久原・池田分各24軒、町1軒）、
長柄足軽177軒（久原分41軒、池田分133軒、町3軒）である（一）。

　間人35軒の内訳は、奉公間人27軒（久原分11軒、池田分16軒）と船手間人8軒（全軒町）である（一）。
　足軽格3軒は町、大筒之者30軒は池田分、普請組94軒の内訳は、久原分34軒、池田分・町各30軒である（一）。
　  別に台所人10軒（久原分5軒、池田分4軒、町1軒）、厩之者16軒（久原分13軒、池田分3軒）、定水主65軒（久原分50軒、

町15軒）、定水主間17軒（久原分7軒、町10軒）、 久原分に墓番1軒、町に道具附、船手職人各1軒がある（一）。
②足軽46軒は鉄砲足軽扶持人であり、別に台所人1軒がある（二）。
③足軽49軒は鉄砲足軽并扶持人である（二）。④足軽12軒は鉄砲足軽である（二）。
⑤足軽22軒の内訳は組付旗足軽1軒、鉄砲足軽21軒であり、別に諸職人5軒（鍛冶3軒、石工1軒、木挽1軒）がある（二）。
⑥足軽208軒は鉄砲足軽以下扶持人とあり、間人16軒は奉公間人である（二）。
⑦足軽10軒の内訳は、旗足軽2軒、鉄砲足軽3軒、足軽5軒であり、間人9軒は奉公間人である（二）。
⑧足軽104軒は鉄砲足軽であり（二）、間人6軒のうち、1軒は浦間である（二）。
⑨医師1軒は医者と記され、足軽36軒は鉄砲足軽扶持人である（三）。
⑩ 城下大給1軒は城下大給次席、足軽9軒の内訳は、旗足軽4軒、足軽5軒であり、別に手明1軒、台所人1軒、諸職人

9軒（大工5軒、石垣築1軒、畳屋1軒、左官2軒）がある（三）。
⑪間人83軒は奉公間人であり、別に扶持人12軒がある（三）。
⑫別に左官1軒、畳屋2軒がある（三）。
⑬医師2軒は医者と記され、足軽6軒は足軽扶持人であり、別に小給格1軒である（三）。
⑭別に大工、木挽、左官各1軒がある（三）。
⑮間人5軒は奉公間人であり、別に小給格医1軒、馬取格1軒がある。なお、大工・左官・足軽・手明で8軒と記される（四）。
⑯間人6軒の内訳は、間組2軒、奉公間人4軒であり、別に陪臣1軒、足軽間1軒がある（四）。
⑰間人3軒の内訳は、間人1軒、奉公間人2軒であり、別に小給格1軒がある（四）。
⑱間人1軒は奉公間人である（四）。

⑲別に職人（大工）1軒、足軽格1軒がある（四）。
⑳医師1軒は御番医と記され、間人2軒のうち、1軒は奉公間人である（戸）。
㉑間人1軒は奉公間人である（四）。
㉒足軽1軒は旗組足軽であり、間人6軒の内訳は奉公間人1軒、間人5軒である。別に扶持大工1軒がある（四）。
㉓間人1軒は奉公間人である（四）。㉔別に陪臣1軒である（四）。
㉕ 足軽2軒は、足軽扶持人であり、間人2軒の内訳は、奉公間人1軒、蔵間人1軒であり、別に船手大工1軒

がある（五）。
㉖間人13軒の内訳は奉公間人10軒、蔵間人3軒で、別に間組小給1軒がある（五）。
㉗間人2軒の内訳は奉公間人1軒、蔵間人1軒である（五）。㉘別に給人間1軒がある（五）。
㉙間人2軒の内訳は奉公間人1軒、蔵間人1軒である（五）。㉚別に扶持大工1軒、扶持鍛冶1軒がある（五）。
㉛別に間組小給2軒、殿組職人1軒がある（五）。㉜間人1軒は奉公間人である（五）。
㉝足軽1軒は雇足軽で、間人2軒は奉公間人である（五）。
㉞ 足軽21軒の内訳は、台場附鉄砲足軽13軒、寄船番所附足軽8軒で、間人3軒は奉公間人であり、別に鉄砲

間1軒、船大工1軒がある（五）。
㉟足軽13軒の内訳は、足軽2軒、鉄砲足軽11軒で、別に小給間1軒がある（五）。
㊱船手組4軒は船手組大工である（六）。
㊲足軽14軒は鉄砲足軽、間人2軒は奉公間人で、別に殿組手明1軒、扶持大工（船手）7軒である（六）。
㊳足軽7軒は鉄砲足軽である（六）。
㊴足軽10軒の内訳は鉄砲足軽7軒、足軽3軒で、別に鍛冶2軒がある（六）。
㊵足軽1軒は鉄砲と記され鉄砲足軽のことであり、別に陪臣1軒がある（六）。
㊶足軽34軒の内訳は、鉄砲足軽29軒、足軽5軒で、間人3軒の内訳は、足軽間人2軒、奉行間人1軒である（六）。
　船手組1軒は船手組大工であり、別に矢倉格3軒、遠見番13軒がある（六）。
㊷ 足軽69軒の内訳は、足軽4軒、鉄砲足軽15軒、雇足軽50軒で、間人31軒の内訳は、船手雇間人30軒、

間人1軒である（六）。船手組1軒は船手組大工であり、別に矢倉格3軒、遠見番13軒がある（六）。
㊸間人1軒は組付間である（六）。㊹間人2軒の内訳は、組附小給間1軒、間人1軒で、別に馬屋格3軒がある（六）。
㊺足軽5軒は台場附鉄砲足軽であり、足軽格5軒は足軽格番所手先である（六）。
㊻間人2軒の内訳は奉公間人で、足軽5軒は台場附鉄砲足軽、足軽格5軒は番所附足軽格遠見番である（六）。
㊼足軽12軒の内訳は大筒足軽12軒、雇足軽2軒で、間人8軒の内訳は奉公間人1軒、間人7軒である（六）。
㊽間人2軒は奉公間人である（六）。
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村名 両家 家老 城代 馬廻 医師 城下大給 村大給 小給 船頭 足軽 足軽格 大筒之者 普請組 船手組 請地家来 拝借家来 間人 合計（軒）

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村㉞ 3 6 21 3 33
天久保村
黒口村
大田和村 1 1
中浦村
多以良村 1 1
七ッ釜浦 5 1 6
瀬戸村㉟ 4 16 13 4 37
雪浦村㊱ 2 15 4 21
神浦村㊲ 5 5 14 2 26
黒崎村㊳ 1 2 7 10
三重村㊴ 7 9 10 3 29
陌苅村㊵ 1 4 1 1 7
式見村㊶ 2 11 34 3 50
福田村㊷ 2 5 69 1 31 108
大島村㊸ 2 1 3
黒瀬村㊹ 2 2 4
嘉喜浦村㊺ 1 4 5 5 1 1 17
崎戸浦㊻ 5 5 2 12
松島村㊼ 2 13 14 8 37
江島村 2 2
平島村㊽ 1 3 4 1 2 11

合計（軒） 2 4 31 305 856 7 958 19 30 94 21 131 11 468 3,312 412
【註】  藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会、1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』（大村史談会、

2010年）から作成。※『大村郷村記』によれば、表中の医師以外に村医（郷医）、間医が記載されるが、同一巻で
は医師は家臣に位置付けられるため、村医、郷医、間医数は表10に記載した。

　　  以下、各註記の文末に出典として（一）などの数字で『大村郷村記』の巻数を記載。なお、『大村藩戸町村郷村記』は
（戸）とした。

①  村大給63軒の内訳は、久原分24軒、池田分36軒、町3軒（同書に2軒とも別記）で、小給131軒の内訳は、久原分57軒、
池田分67軒、町7軒（同書に10軒とも別記）である（一）。

　  足軽233軒の内訳は、簱組足軽７軒（久原分1軒、池田分5軒、町1軒）、鉄砲足軽49軒（久原・池田分各24軒、町1軒）、
長柄足軽177軒（久原分41軒、池田分133軒、町3軒）である（一）。

　間人35軒の内訳は、奉公間人27軒（久原分11軒、池田分16軒）と船手間人8軒（全軒町）である（一）。
　足軽格3軒は町、大筒之者30軒は池田分、普請組94軒の内訳は、久原分34軒、池田分・町各30軒である（一）。
　  別に台所人10軒（久原分5軒、池田分4軒、町1軒）、厩之者16軒（久原分13軒、池田分3軒）、定水主65軒（久原分50軒、

町15軒）、定水主間17軒（久原分7軒、町10軒）、 久原分に墓番1軒、町に道具附、船手職人各1軒がある（一）。
②足軽46軒は鉄砲足軽扶持人であり、別に台所人1軒がある（二）。
③足軽49軒は鉄砲足軽并扶持人である（二）。④足軽12軒は鉄砲足軽である（二）。
⑤足軽22軒の内訳は組付旗足軽1軒、鉄砲足軽21軒であり、別に諸職人5軒（鍛冶3軒、石工1軒、木挽1軒）がある（二）。
⑥足軽208軒は鉄砲足軽以下扶持人とあり、間人16軒は奉公間人である（二）。
⑦足軽10軒の内訳は、旗足軽2軒、鉄砲足軽3軒、足軽5軒であり、間人9軒は奉公間人である（二）。
⑧足軽104軒は鉄砲足軽であり（二）、間人6軒のうち、1軒は浦間である（二）。
⑨医師1軒は医者と記され、足軽36軒は鉄砲足軽扶持人である（三）。
⑩ 城下大給1軒は城下大給次席、足軽9軒の内訳は、旗足軽4軒、足軽5軒であり、別に手明1軒、台所人1軒、諸職人

9軒（大工5軒、石垣築1軒、畳屋1軒、左官2軒）がある（三）。
⑪間人83軒は奉公間人であり、別に扶持人12軒がある（三）。
⑫別に左官1軒、畳屋2軒がある（三）。
⑬医師2軒は医者と記され、足軽6軒は足軽扶持人であり、別に小給格1軒である（三）。
⑭別に大工、木挽、左官各1軒がある（三）。
⑮間人5軒は奉公間人であり、別に小給格医1軒、馬取格1軒がある。なお、大工・左官・足軽・手明で8軒と記される（四）。
⑯間人6軒の内訳は、間組2軒、奉公間人4軒であり、別に陪臣1軒、足軽間1軒がある（四）。
⑰間人3軒の内訳は、間人1軒、奉公間人2軒であり、別に小給格1軒がある（四）。
⑱間人1軒は奉公間人である（四）。

⑲別に職人（大工）1軒、足軽格1軒がある（四）。
⑳医師1軒は御番医と記され、間人2軒のうち、1軒は奉公間人である（戸）。
㉑間人1軒は奉公間人である（四）。
㉒足軽1軒は旗組足軽であり、間人6軒の内訳は奉公間人1軒、間人5軒である。別に扶持大工1軒がある（四）。
㉓間人1軒は奉公間人である（四）。㉔別に陪臣1軒である（四）。
㉕ 足軽2軒は、足軽扶持人であり、間人2軒の内訳は、奉公間人1軒、蔵間人1軒であり、別に船手大工1軒

がある（五）。
㉖間人13軒の内訳は奉公間人10軒、蔵間人3軒で、別に間組小給1軒がある（五）。
㉗間人2軒の内訳は奉公間人1軒、蔵間人1軒である（五）。㉘別に給人間1軒がある（五）。
㉙間人2軒の内訳は奉公間人1軒、蔵間人1軒である（五）。㉚別に扶持大工1軒、扶持鍛冶1軒がある（五）。
㉛別に間組小給2軒、殿組職人1軒がある（五）。㉜間人1軒は奉公間人である（五）。
㉝足軽1軒は雇足軽で、間人2軒は奉公間人である（五）。
㉞ 足軽21軒の内訳は、台場附鉄砲足軽13軒、寄船番所附足軽8軒で、間人3軒は奉公間人であり、別に鉄砲

間1軒、船大工1軒がある（五）。
㉟足軽13軒の内訳は、足軽2軒、鉄砲足軽11軒で、別に小給間1軒がある（五）。
㊱船手組4軒は船手組大工である（六）。
㊲足軽14軒は鉄砲足軽、間人2軒は奉公間人で、別に殿組手明1軒、扶持大工（船手）7軒である（六）。
㊳足軽7軒は鉄砲足軽である（六）。
㊴足軽10軒の内訳は鉄砲足軽7軒、足軽3軒で、別に鍛冶2軒がある（六）。
㊵足軽1軒は鉄砲と記され鉄砲足軽のことであり、別に陪臣1軒がある（六）。
㊶足軽34軒の内訳は、鉄砲足軽29軒、足軽5軒で、間人3軒の内訳は、足軽間人2軒、奉行間人1軒である（六）。
　船手組1軒は船手組大工であり、別に矢倉格3軒、遠見番13軒がある（六）。
㊷ 足軽69軒の内訳は、足軽4軒、鉄砲足軽15軒、雇足軽50軒で、間人31軒の内訳は、船手雇間人30軒、

間人1軒である（六）。船手組1軒は船手組大工であり、別に矢倉格3軒、遠見番13軒がある（六）。
㊸間人1軒は組付間である（六）。㊹間人2軒の内訳は、組附小給間1軒、間人1軒で、別に馬屋格3軒がある（六）。
㊺足軽5軒は台場附鉄砲足軽であり、足軽格5軒は足軽格番所手先である（六）。
㊻間人2軒の内訳は奉公間人で、足軽5軒は台場附鉄砲足軽、足軽格5軒は番所附足軽格遠見番である（六）。
㊼足軽12軒の内訳は大筒足軽12軒、雇足軽2軒で、間人8軒の内訳は奉公間人1軒、間人7軒である（六）。
㊽間人2軒は奉公間人である（六）。
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地区名 村名 地域別 蔵百姓
（軒）

私領百
姓（軒）

開地百
姓（軒）

皿山百
姓（軒） 問（軒）

浦付
（軒）

浦人
（軒）

浦百姓
（軒）

家船
（艘）

合計
（軒・艘）

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

久原分 98 182 1 29 310 

池田分 並松以外 148 363 1 42 554 
並松 3 70 73 

當町 12 12 
竹松村 549 60 1 610 
福重村 526 43 569 
松原村 284 12 69 365 
萱瀬村 316 124 440 
鈴田村 205 47 252 
三浦村 164 168 39 371 
江ノ串村 91 98 1 21 211 
千綿村 214 150 51 415 

彼杵村
同町・音琴浦以外 620 49 669 
同町 1 1 
音琴浦 60 57 117 

川棚村
同町・小串浦 491 170 661 
同町 1 213 214 
小串浦 45 13 118 176 

上波佐見村 724 368 1,092 
下波佐見村 387 195 24 606 

宮村 久津浦以外 207 190 397 
久津浦 47 47 

向
　
　
地

伊木力村 92 214 17 323 
長與村 797 204 1,001 
時津村 647 157 804 
浦上村 385 241 626 
戸町村 161 30 77 268 

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 4 141 145 
西海村 2 69 71 
村松村 85 70 155 
子々川村 4 115 119 
長浦村 165 26 191 
戸根村 89 89 
形上村 182 182 
尾戸村 125 10 135 
小口浦 27 1 13 41 
三町分 124 139 27 290 
下岳村 116 168 284 
平原村 40 40 
亀ノ浦 42 44 43 129 
中山村 115 115 
宮ノ浦 13 49 18 80 
白似田村 3 53 56 
八木原村 12 103 115 
小迎村 31 98 4 133 

表7　天保12年（1841）10月　大村藩領内の百姓（農・漁民層）数
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地区名 村名 地域別 蔵百姓
（軒）

私領百
姓（軒）

開地百
姓（軒）

皿山百
姓（軒） 問（軒）

浦付
（軒）

浦人
（軒）

浦百姓
（軒）

家船
（艘）

合計
（軒・艘）

内
　
　
海

川内浦村 伊ノ浦以外 217 91 308 
伊ノ浦 55 53 108 

水ノ浦村 畠下浦以外 63 63 
畠下浦 5 11 54 70 

横瀬村 189 8 197 

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面髙村 34 9 82 125 
天久保村 79 79 
黒口村 16 67 83 
太田和村 223 223 
中浦村 224 224 
多以良村 27 197 224 
七ツ釜浦 93 50 45 188 
瀬戸村 418 14 170 51 653 
雪浦村 179 244 25 448 
神浦村 527 215 181 923 
三重村 140 490 161 791 
畝苅村 44 121 90 255 
式見村 4 316 384 704 
福田村 275 157 432 
大嶋村 106 75 181 
黒瀬村 4 83 54 141 
蛎ノ浦 1 125 38 164 
﨑戸浦 3 2 110 29 144 
松嶋村 219 5 147 371 
江ノ嶋村 163 163 
平嶋浦 4 4 131 139 

合計（軒・艘） 10,070 7,774 129 24 3 1 129 2,707 118 20,955 
【註】藤野　保提供、両家筆頭・大村氏（松浦系）伝来「天保十二年丑十月　御領内惣髙并惣竃人数書出」から作成。
蔵百姓、私領百姓は史料上、百姓、私領と記載。また、大嶋村の開地百姓は闢地百姓と記載。
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地区名 村名 蔵百姓
（軒）

私領百
姓（軒）

間百姓
（軒）

皿山百
姓（軒）

釜百姓
（軒）

寺領百
姓（軒）

浮竃
（軒）

浦問
（軒）

浦百姓
（軒）

家船
（艘）

合計
（軒・艘）

地
　
　
　
　
　
　
　
方

大村① 152 509 54 63 29 2 80 889 
竹松村② 239 47 283 3 6 1 579 
福重村③ 264 32 223 4 523 
松原村④ 181 13 97 69 360 
萱瀬村⑤ 172 107 130 4 3 416 
鈴田村 107 44 66 1 218 
三浦村⑥ 68 153 87 1 39 348 
江串村⑦ 46 71 51 21 189
千綿村⑧ 115 102 123 2 50 392 
彼杵村⑨ 600 109 2 56 767 
川棚村⑩ 287 162 138 30 331 948 
上波佐見村⑪ 227 214 532 973 
下波佐見村⑫ 168 141 193 24 526 
宮村⑬ 93 179 81 4 46 403 

向
　
　
　
　
　
　
地

伊木力村 55 107 36 17 215 
佐瀬村 109 109 
長与村⑭ 79 117 616 34 5 51 902 
幸田村 90 90 
時津村⑮ 141 155 272 103 3 121 795 
滑石村 1 139 140 
浦上西村 43 2 14 59 
浦上北村 113 7 32 152 
浦上家野村 36 2 8 46 
浦上木場村 60 92 71 223 
戸町村⑯ 58 29 100 1 77 265 

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村 138 1 139 
西海村 44 102 146 
村松村⑰ 11 63 15 89 
子々川村 4 112 116 
長浦村 1 161 26 188 
戸根村⑱ 87 2 89 
形上村 5 177 3 185 
尾戸村⑲ 125 3 7 135 
小口浦⑳ 2 27 16 45 
三町分㉑ 35 136 92 3 37 303 
下岳村㉒ 19 213 74 8 5 319 
亀浦村㉓ 6 42 61 16 125 
中山村㉔ 26 24 52 102 
宮浦村㉕ 1 50 27 1 79 
白似田村 3 54 57 
八木原村 5 105 4 114 
小迎村㉖ 1 110 19 3 133 
川内浦村㉗ 43 104 155 302 
伊ノ浦㉘ 55 56 111 
畠下浦 1 3 64 68 

表８　弘化2年（1845）3月、文久2年（1862）9月　大村藩領内の百姓（農・漁民層）数
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横瀬浦村㉙ 46 71 174 3 294 

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村㉚ 1 6 20 12 39 
天久保村 80 80 
黒口村㉛ 75 75 
大田和村 223 223 
中浦村 222 222 
多以良村㉜ 13 209 2 224 
七ッ釜浦㉝ 49 91 1 45 186 
瀬戸村㉞ 78 9 365 4 40 63 559 
雪浦村 22 242 160 25 449 
神浦村㉟ 284 256 500 4 1,044 
黒崎村㊱ 37 184 26 247 
三重村 24 355 38 177 594 
陌苅村㊲ 38 126 107 271 
式見村 328 3 394 725 
福田村㊳ 220 61 127 408 
大島村㊴ 105 105 
黒瀬村㊵ 60 85 145 
嘉喜浦村 1 119 38 158 
崎戸浦㊶ 2 105 29 136 
松島村㊷ 143 4 63 147 357 
江島村 164 164 
平島村㊸ 1 4 3 130 138 

合計（軒・艘） 4,476 7,399 5,221 24 171 106 43 2 2,643 130 20,215 
【註】 藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会、1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』（大村史談会、

2010年）から作成。
※大村と戸町村以外、私領百姓は私領と記載。
以下、各註記の文末に出典として（一）などの数字で『大村郷村記』の巻数を記載。なお、『大村藩戸町村郷村記』は（戸）
とした。
①蔵百姓は百姓と記され、152軒のうち、久原分32軒、池田分120軒であり、別に久原分に内用方百姓1軒がある（一）。
　 間百姓54軒のうち、久原分51軒、池田分３軒であり、私領百姓509軒のうち、久原分156軒、池田分341軒、町

が12軒である（一）。
　 浦問2軒は、久原分と池田分各1軒であり、浦百姓80軒のうち、久原分34軒、池田分46軒である。浮竃29軒のうち、

久原分8軒、池田分20軒、町1軒である（一）。
　寺領百姓63軒のうち、久原分14軒、池田分46軒、町3軒である（一）。
②浦百姓1軒は浦附であり、寺領百姓3軒は寺内と記される（二）。
③蔵百姓264軒は本百姓、寺領百姓4軒は寺内と記される（二）。
④蔵百姓181軒は本百姓と記される（二）。
⑤蔵百姓172軒は本百姓、寺領百姓4軒は寺内と記される（二）。
⑥蔵百姓68軒は本百姓、寺領百姓1軒は寺内と記される（二）。
⑦蔵百姓46軒は本百姓と記される（二）。
⑧蔵百姓115軒は本百姓と記され、別に永住者1軒がある（三）。
⑨蔵百姓600軒は百姓と記される（三）。
⑩蔵百姓287軒は本百姓と記され、別に釜司1軒がある（三）。
⑪別に目見百姓1軒、苗字帯刀百姓7軒、上リ地百姓18軒がある（三）。
⑫蔵百姓168軒は本百姓と記され、別に帳末者1軒がある（三）。
⑬蔵百姓93軒は本百姓と記され、別に釜司1軒がある（三）。
⑭蔵百姓79軒は本百姓、寺領百姓5軒は寺内と記され、別に浦左司と釜左司が各1軒ある（四）。
⑮蔵百姓141軒は本百姓、釜百姓103軒は浜田百姓、寺領百姓3軒は寺内と記され、別に釜司1軒がある（四）。
⑯蔵百姓58軒は本百姓、寺領百姓1軒は寺内百姓と記され、別に帯刀御免百姓1軒がある（戸）。
⑰蔵百姓11軒は百姓と記される（四）。

地区名 村名 蔵百姓
（軒）

私領百
姓（軒）

間百姓
（軒）

皿山百
姓（軒）

釜百姓
（軒）

寺領百
姓（軒）

浮竃
（軒）

浦問
（軒）

浦百姓
（軒）

家船
（艘）

合計
（軒・艘）
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⑱寺領百姓2軒は寺内と記される（四）。
⑲間百姓3軒は浦間百姓である（四）。
⑳間百姓27軒は浦間百姓である（四）。
㉑寺領百姓3軒は寺内と記される（五）。
㉒間百姓74軒は蔵間百姓であり、寺領百姓8軒は寺内と記され、別に開地百姓1軒がある（五）。
㉓間百姓61軒の内訳は、蔵間百姓35軒、浦間百姓26軒である（五）。
㉔蔵百姓26軒は本百姓と記され、別に私領荘屋1軒がある（五）。
㉕間百姓27軒の内訳は、蔵間百姓9軒、浦間百姓18軒であり、別に荘屋1軒がある（五）。
㉖間百姓19軒の内訳は、間百姓18軒、浦間百姓1軒である（五）。
㉗蔵百姓43軒は本百姓と記され、別に内用地百姓1軒がある（五）。
㉘間百姓55軒は、浦間百姓である（五）。
㉙間百姓174軒は蔵間百姓である（五）。
㉚間百姓20軒の内訳は、間百姓3軒、浦百姓間17軒であり、別に浦人76軒がある（五）。
㉛別に上り地百姓10軒がある（五）。
㉜別に私領荘屋2軒がある（五）。
㉝寺領百姓1軒は寺内と記される（五）。
㉞寺領百姓4軒は寺内と記され、別に目見百姓1軒、浦人128軒がある（五）。
㉟ 蔵百姓284軒は本百姓と記され、うち村百姓144軒、浦百姓140軒である（六）。間百姓500軒の内訳は、村間百

姓232軒、浦間百姓218軒、開百姓50軒である（六）。寺領百姓4軒は寺内と記され、別に目見百姓2軒がある（六）。
㊱間百姓26軒は蔵間百姓である（六）。
㊲蔵百姓38軒は百姓と記される（六）。
㊳蔵百姓220軒は百姓と記される（六）。
㊴別に新地百姓85軒がある（六）。
㊵蔵百姓60軒は新地蔵百姓である（六）。
㊶別に目見百姓1軒がある（六）。
㊷ 蔵百姓143軒は本百姓と記され、浦百姓147軒のうち、苗字帯刀免許番所附浦百姓が2軒、帯刀免許浦百姓が1軒

である（六）。
㊸別に開地百姓16軒がある（六）。
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地区名 村名 地域別 医者・宗教者（軒） 町人（職人含）・商人（軒） 合計
（軒）村医 間医 宮司 神主 社人 宮守 山伏 座頭 仏説 町役 乙名 町人 商人

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

久原分 2 2

池田分 並松以外 1 1 5 7
並松

當町 1 5 563 569
竹松村 1 1 6 2 3 13
福重村 1 5 2 8
松原村 1 4 2 1 8
萱瀬村 2 1 3
鈴田村 2 1 1 4
三浦村 1 2 3
江ノ串村 1 1 2
千綿村 1 129 130

彼杵村
同町・音琴浦以外 4 1 2 7
同町 268 268
音琴浦

川棚村
同町・小串浦以外 2 1 3
同町 55 55
小串浦

上波佐見村① 2 2
下波佐見村 1 1

宮村 久津浦以外② 1 1
久津浦

向
　
　
地

伊木力村 1 1
長與村③ 1 1 2
時津村④
浦上村 1 1
戸町村

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村
西海村
村松村 1 1 2
子々川村
長浦村 1 1 2
戸根村
形上村
尾戸村
小口浦
三町分 1 1 2
下岳村⑤ 2 2
平原村
亀ノ浦⑥
中山村
宮ノ浦
白似田村
八木原村 1 1
小迎村 1 1

表9　天保12年（1841）10月　大村藩領内の医者・宗教者・町人（職人含）・商人軒数
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内
　
　
海

川内浦村 伊ノ浦以外⑦ 2 2
伊ノ浦

水ノ浦村 畠下浦以外
畠下浦

横瀬村⑧ 1 1 2

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面髙村 1 1
天久保村 1 1
黒口村
太田和村
中浦村
多以良村 1 1
七ツ釜浦 8 8
瀬戸村⑨ 9 9
雪浦村 1 1
神浦村 1 1
三重村⑩ 1 1
畝苅村 1 1
式見村 1 1
福田村 2 1 3
大嶋村
黒瀬村
蛎ノ浦
﨑戸浦⑪
松嶋村 2 1 3
江ノ嶋村⑫ 1 1
平嶋浦⑬ 1 2 3

合計（軒） 19 11 6 1 7 10 21 1 11 5 2 1,040 5 1,139 
【註】藤野　保提供、両家筆頭・大村氏（松浦系）伝来「天保十二年丑十月　御領内惣髙并惣竃人数書出」から作成。
座頭、仏説は一括して仏説座頭とも称し、琵琶法師などの盲目の僧侶で、座頭は仏説の上位に位置した。
琵琶で仏教音楽、三味線で歌舞音曲の演奏を行う者や鍼灸・按摩などの医療行為も行う者もおり、宗教・芸能・医療
に従事した。
※  『大村郷村記』によれば、村医（郷医）、間医とは別に家臣と位置付けられる医師が記載され（表6）、上記史料にも村医、

間医とは別に医者23軒（合計）が記載される。ただし、上記史料では医者を家臣と位置付ける記載がないため、以
下軒数を註記した。

①2軒。村合計4軒。②2軒。村合計3軒。③2軒。村合計4軒。④3軒。村合計3軒。⑤2軒。村合計4軒。⑥2軒。村合
計2軒。⑦1軒。村合計3軒。⑧1軒。村合計3軒。⑨2軒。村合計11軒。⑩3軒。村合計4軒。⑪1軒。村合計1軒。⑫1軒。
村合計2軒。⑬1軒。村合計4軒。
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地区名 村名
医者・宗教者（軒） 町人・商人・職人（軒）

合計（軒）村医 間医 宮司 社人 宮守 山伏 座頭 仏説 町年寄 町役 乙名 町人 商人 職人
など

地
　
　
　
　
　
　
　
方

大村① 2 3 4 1 3 2 7 569 4 5 600
竹松村 1 1 6 2 3 13
福重村 1 5 1 2 9
松原村② 1 1 4 2 2 1 11
萱瀬村③ 1 1 1 3
鈴田村④ 1 1 2
三浦村⑤ 1 2 1 4
江串村 1 1 1 3
千綿村⑥ 127 2 129
彼杵村⑦ 5 1 1 4 265  276
川棚村⑧ 3 1 5 46 55
上波佐見村⑨ 2  2
下波佐見村 1 1
宮村 2 1  3

向
　
　
　
　
　
地

伊木力村 1 1
佐瀬村
長与村 1 1 1 2 6
幸田村
時津村⑩ 4 1  5
滑石村
浦上西村 1 1
浦上北村⑪ 1 1
浦上家野村
浦上木場村  
戸町村⑫ 1 1

内
　
　
　
　
　
　
　
　
海

日並村
西海村 1 1
村松村 1 1
子々川村
長浦村
戸根村
形上村 1 1
尾戸村
小口浦
三町分 1 1 2
下岳村⑬ 1 1 2 4
亀浦村⑭ 1 1
中山村 1 1
宮浦村
白似田村
八木原村 1 1
小迎村 1 1
川内浦村 2 2
伊ノ浦

表10　弘化2年（1845）3月、文久2年（1862）9月　大村藩領の医者・宗教者・町人・商人・職人軒数
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内
海

畠下浦
横瀬浦村 1 1 1 3

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村 1 1
天久保村
黒口村
大田和村
中浦村 1 1
多以良村 1 1
七ッ釜浦 1 8 9
瀬戸村⑮ 1 3 1 10  15
雪浦村 1 1
神浦村 1 1
黒崎村
三重村 1 2 1  4
陌苅村 1 1
式見村 1 1 1 3
福田村 2 1 3
大島村
黒瀬村 1 1
嘉喜浦村 1 1
崎戸浦村 1 1
松島村 1 1 2
江島村 1 1 2
平島村 1 1 3 5

合計（軒） 30 22 6 8 10 30 1 15 2 15 4 988 50 15 1,196 
【註】 藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会、1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』（大村史談会、2010

年）から作成。
※『大村郷村記』によれば、表中の村医（郷医）、間医以外に医師が記載されるが、同一巻によれば家臣に位置付けられる
ため、大村藩領全68 ヵ村居住の家臣・陪臣軒数の表に記載した。また、藩から家禄を下賜される職人は家臣に位置付
けられるため、表6に記載した。
以下、各註記の文末に出典として（一）などの数字で『大村郷村記』の巻数を記載。なお、『大村藩戸町村郷村記』は（戸）とした。
① 村医2軒の内訳は久原・池田分で各1軒（一）。山伏4軒の内訳は久原・池田分で各1軒、町で2軒（一）。座頭1軒は町（一）。

仏説3軒と商人4軒は池田分（一）。町人569軒の内訳は町568軒、池田分1軒（一）。職人など5軒の内訳は久原分の織
師2軒、池田分の檜物師1軒、轆轤師1軒、紙漉1軒である（一）。

②職人など1軒は鍛冶である（二）。
③間医1軒は村間医と記され、職人など1軒は家具立である（二）。
④職人など1軒は鋸師である（二）。
⑤職人など1軒は馬屋である（二）。
⑥職人など2軒の内訳は左官と間鍛冶各1軒である（三）。
⑦ 乙名4軒のうち、2軒は町乙名であり、町人265軒のうち、目見町人6軒である（三）。
⑧町人5軒のうち、3軒は目見町人である（三）。
⑨町人2軒のうち、1軒は目見町人である（三）。
⑩村医4軒のうち、1軒は外科である（四）。
⑪職人など1軒は職人である（四）。
⑫職人など1軒は大工である（戸）。
⑬村医1軒は郷医と記される（五）。
⑭村医1軒は郷医と記され、職人など2軒は船大工である（五）。
⑮町人10軒のうち、町人1軒、間町人9軒である（五）。
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表11　弘化2年（1845）3月、文久2年（1862）9月　大村藩領の牛馬数（疋）
地区名 村名 牛数（疋） 馬数（疋） 合計（疋）

地
　
　
　
　
　
方

大村① 5 390 395
竹松村 167 167
福重村② 236 236
松原村 96 96
萱瀬村 218 218
鈴田村 10 279 289
三浦村 181 181
江串村 173 173
千綿村 41 208 249
彼杵村 198 237 435
川棚村 406 115 521
上波佐見村 155 260 415
下波佐見村 248 132 380
宮村 327 14 341

向
　
　
　
　
　
地

伊木力村③ 110 110
佐瀬村 53 53
長与村 29 304 333
幸田村 17 34 51
時津村 137 95 232
滑石村 83 83
浦上西村 36 3 39
浦上北村 76 11 87
浦上家野村 15 3 18
浦上木場村 88 8 96
戸町村 103 103

内
　
　
　
　
　
海

日並村 106 106
西海村 149 149
村松村 100 100
子々川村 83 83
長浦村 140 140
戸根村 85 85
形上村 176 176
尾戸村 111 111
小口浦 15 15
三町分 202 202
下岳村④ 179 179
亀浦村 110 110
中山村 103 103
宮浦村 46 46
白似田村 49 49
八木原村 65 65
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地区名 村名 牛数（疋） 馬数（疋） 合計（疋）

内
　
海

小迎村 121 121
川内浦村 262 262
伊ノ浦 43 43
畠下浦 9 9
横瀬浦村 221 221

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村 126 126
天久保村 60 60
黒口村 78 78
大田和村 214 214
中浦村 306 306
多以良村 198 198
七ッ釜浦 178 178
瀬戸村 365 365
雪浦村 305 305
神浦村 336 336
黒崎村 218 218
三重村 346 346
陌苅村 168 168
式見村 228 228
福田村 308 308
大島村 55 55
黒瀬村 41 41
嘉喜浦村 11 11
崎戸浦村⑤ 5 5
松島村 172 172
江島村 130 130
平島村 101 101

合計 8,298 3,327 11,625
【註】 藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会　1982年）、戸町村は、大村史談会編『大村

藩戸町村郷村記』（大村史談会、2010年）から作成。
以下、各註記の文末に出典として（一）などの数字で『大村郷村記』の巻数を記載。
① 牛数５疋は池田分とある。馬数390疋のうち、186疋は久原分とあり、うち62疋が馬廻・

城下大給分で、うち124疋が村分とある。また、204疋は池田分とあり、うち36疋が馬廻・
城下大給分で、うち173疋が村分とある（一）。

②馬数236疋のうち、３疋は駄口銀免許　城下大給分とある（二）。
③馬数110疋のうち、５疋は牡馬で、105疋は牝馬とある（四）。
④牛数179疋のうち、156疋は下岳村で、23疋は同内平原村とある（五）。
⑤牛数５疋ただし、子牛に付、駄口無とある（六）。
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表12　弘化2年（1845）３月、文久2年（1862）9月　大村藩領の持船数と反帆数別艘数

地区名 反帆数
村名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合計

（艘）

地

方

大村① 30 84 14 1 129
竹松村② 8 5 6 1 20
福重村③ 1 2 3
松原村 1 45 4 2 52
鈴田村④
三浦村⑤ 4 15 6 2 6 33
江串村 7 7 1 1 16
千綿村 1 27 6 4 2 1 3 44
彼杵村⑥ 2 21 23 1 1 1 2 51
川棚村 11 49 42 21 3 5 3 1 2 1 138
宮村 3 23 12 3 1 42

向

地

伊木力村 8 17 3 2 30
佐瀬村 1 3 2 6
長与村 12 28 9 5 54
時津村 7 19 18 9 2 1 56
戸町村 1 17 23 1 42

内

海

日並村 3 1 4
西海村⑦ 2 2
村松村⑧ 10 7 4 21
子々川村 4 2 1 7
長浦村 4 20 14 1 39
戸根村 1 1
形上村 2 2 2 4 10
尾戸村 2 20 6 28
小口浦 1 25 7 1 34
三町分⑨ 14 7 4 2 1 1 29
下岳村 12 27 13 7 59
亀浦村 1 35 8 3 1 1 49
中山村 3 1 1 5
宮浦村 8 10 2 20
白似田村 1 1 2
八木原村 3 1 2 2 8
小迎村 14 3 2 2 2 23
川内浦村 12 3 5 1 21
伊ノ浦 68 16 8 3 2 4 2 103
畠下浦⑩ 9 6 9 5 4 1 34
横瀬浦村 1 3 6 8 18

外

海

面高村 21 14 13 9 3 2 2 64
天久保村 1 1 1 2 5
黒口村⑪ 3 1 1 6 1 2 14
大田和村 1 2 3 4 10
中浦村 6 6 16 5 33
多以良村 5 17 4 8 3 37
七ッ釜浦 5 29 22 7 4 1 2 2 72
瀬戸村⑫ 30 112 50 20 2 6 4 2 7 233
雪浦村 2 6 3 2 2 4 2 21
神浦村 12 17 68 10 1 2 2 8 4 3 1 1 129
黒崎村 6 7 13 3 2 2 4 37
三重村⑬ 36 16 13 10 12 5 2 8 102
陌苅村 2 2 3 6 12 2 2 29
式見村 14 49 12 12 34 3 12 1 10 3 150
福田村 23 39 16 6 1 4 89
大島村 1 51 25 1 78
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地区名 反帆数
村名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合計

（艘）

外

海

黒瀬村 9 37 4 1 3 2 56
嘉喜浦村 10 32 29 7 2 80
崎戸浦村⑭ 14 37 26 3 4 2 86
松島村 8 49 34 3 1 1 1 1 98
江島村 46 38 14 6 104
平島村⑮ 32 21 9 6 1 69

合　　計 469 1,068 732 269 120 40 47 24 39 7 1 4 5 1 1 1 1 2,829
【註】藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会　1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』（大村史談会　2010年）から作成。
※持船不記載の村は省略。
以下、各註記の文中と末に出典として（一）などの数字で『大村郷村記』の巻数を記載。
① 久原分の１反帆12艘・２反帆38艘・３反帆２艘・５反帆１艘の計53艘及び池田分の１反帆15艘・２反帆39艘・３反帆３艘の計57

艘は帆別銀免許とある（一）。
②５反帆は帆別免許城下大給４人小給岩永林助とある（二）。
③３反帆２艘は城下大給分帆別免許とある（二）。
④船数之事には、船１艘ただし３枚帆とある（二）が、１反帆～ 21反帆には該当せず、不記載とした。
⑤ 船数之事とは別に津田川内浦の項に船数15艘　漁船、日泊浦の項に船数３艘　漁船とある（二）。船数に加算の有無不明。
⑥２艘15反帆は、帆別免許とあり、４反帆２艘は、問附網船帆別免許とある（三）。
⑦ただし５反帆村船とある（四）。
⑧帆船とは別に５艘丸頭とある（四）。合計26艘。
⑨帆船とは別に12艘丸頭・５艘端船とある（五）。合計46艘。
⑩３反帆９艘うち１艘田崎大助分、帆別免許とある（五）。
⑪別に１艘端船とある（五）。合計15艘。
⑫別に４艘端船とある（五）。合計237艘。
⑬別に端船２艘とある（六）。合計104艘。
⑭26艘３反帆うち３艘鰤網船、帆別免許とある（六）。
⑮１艘５反帆は、ただし村船帆別免許とある（六）。
上記、帆船以外の船は合計30艘。これを加算すると2,859艘。
これに家船総数（瀬戸村63艘・嘉喜浦村38艘・崎戸浦29艘）130艘を加算する船数総計2,989艘。



609付録 資料　各種表

表13　大村藩領の古代・中世寺院（古寺跡）

地区名 村名 真言宗 天台宗 禅宗 宗旨不明 合
計

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

大村
長久寺、観音寺、浄
土寺、寶性寺（教会
に転用）

日蔵坊 圓長寺、阿弥陀寺、圓福寺
草場寺、大通寺、龍宮寺、
大圓寺、満善寺、萬乗院

14

竹松村
極楽寺、淨宮寺、本
来寺、阿弥陀寺（後、
浄土宗）

高徳寺、蓮花寺 6

福重村 冷泉寺、大日堂
龍福寺、白水禅寺、東光寺、
弥勒寺（一説に真言宗）

不動寺、祇薗寺、如法寺、
妙高寺、済福寺、聖連寺、
教通寺、立石庵、常徳、堂
山、伽藍堂

17

松原村 妙光寺 延命寺
高台寺、玉泉寺、河三庵、
東林庵

6

鈴田村
幸久寺、無量寺、西光寺、
圓命寺、福王寺、寺屋鋪、
庵屋鋪、とくおふ丸屋鋪

8

三浦村
蓮花寺、阿弥陀寺、萬福寺、
堂の本、法善寺、禅福寺、
蓮蔵寺

7

千綿村
判夜坊、清心坊、木蔵坊、
法勤印

4

彼杵村

大御堂安全寺、大安寺、
報恩寺、永林坊、妙音寺、
治法寺、福伝庵、専修寺、
地勝寺、千寿寺、高林坊、
大門坊

12

上波佐見村
長福寺、三歳寺、智擧寺、
金谷坊、日蔵坊、正面坊、
金色坊、安樂坊、清躰坊

9

宮村
金僧寺、高野寺、東
樂寺、常願寺

釈迦寺、崇聖寺、幸壽庵 7

向
地

長與村
圓能寺、
圓妙寺

菴の山寺屋鋪、慶徳寺、
壽 徳 寺、 長 福 寺、 定 林、
古寺屋鋪、寺屋鋪

9

浦上家野村 西禅寺 1
内海 中山村 泉浄寺 1

外
　
　
海

面高村 清願寺 1

瀬戸村
恵福寺、台天寺、堂の本、
堂の本

4

神浦村
玉烏寺、寺屋鋪、堂の本、
寺畠

4

黒崎村 長光寺、古寺 2
合計 15 3 11 83 112

【註】  藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会　1982年）から作成。
※  古代・中世寺院（古寺跡）不記載の村、近世に復興した寺院は省略。大村の古寺の廃寺年代については、そのほと

んどが天正２年（1572）のことで、キリシタンの手によるもの。
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表14　弘化2年（1845）2月、文久2年（1862）9月 大村藩領の宗旨別寺院（修験道系含）と人口
地区名 村名 天台宗 浄土宗 真言宗 日蓮宗 浄土真宗 合計（人）

地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

大村

圓融寺、圓成院（城東寺）、
吉祥院（妙音寺）、大圓寺、
蓮池菴池坊

135

長安寺
2,745

圓照寺、寶學院、寶圓寺、
観音寺、修學院、賢應院、
普門院

271

本経寺
5,214

正法寺
1,113 9,478

竹松村 妙見庵理性
8 219 聖寶寺

12 1,746 543 2,528

福重村 7 32 法性院
6

妙宣寺
2,085 291 2,421

松原村 無量寺
285

般若院、知（智）性院
3 1,058 159 1,505

萱瀬村 2 272 寶蔵院
111 395 西教寺

1,087 1,867

鈴田村 5 専念寺
1,183

大乗院
5 957 92 2,242

三浦村 浄土寺
1,268

眞應院、善應院
2 201 150 1,621

江串村 2 99 晋明院
6

本地寺
1,002 238 1,347

千綿村 3 416 西寶院
10 1,406 安養寺

577 2,412

彼杵村 1 3 安全寺、正壽院
8

妙法寺
3,950 700 4,662

川棚村 観成院 常在寺 福浄寺
6 305 2,356 2,918 5,585

上波佐見村 2 壽明院、實相院、金剛院
1,174 365

教法寺、西圓寺、
安楽寺

3,990
5,531

下波佐見村 8 東前寺
1,079 249 1,763 3,099

宮村 9 般若院
56 389 正蓮寺

2,102 2,556

向
　
　
　
　
　
　
　
地

伊木力村 27 胎蔵院
3 144 圓満寺

775 949

佐瀬村 2 1 39 477 519

長与村 1 1 6 法妙寺
4,428 108 4,544

幸田村 1 345 105 451

時津村 1 1,752 萬行寺
2,594 4,347

滑石村 608 608

浦上西村 2 44 照圓寺
276 322

浦上北村 5 神通寺、佛光院
8 387 386 786

浦上家野村 70 156 226
浦上木場村 113 953 1,066

戸町村 誠孝院
13

妙行寺
1,120 1,133

内
　
　
　
海

日並村 31 772 803
西海村 588 285 873
村松村 5 眞祥院 565 38 608
子々川村 615 54 669
長浦村 2 光明院 1,036 1,038

戸根村 自證寺
466 466

形上村 1,066 1,066
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地区名 村名 天台宗 浄土宗 真言宗 日蓮宗 浄土真宗 合計（人）

内
　
　
　
　
　
　
　
　
海

尾戸村 741 23 764
小口浦 245 245
三町分 2 8 1,326 8 1,344

下岳村 善光院
2

妙経寺
1,673 3 1,678

亀浦村 733 733

中山村 大立院
1 665 1 667

宮浦村 467 467
白似田村 327 327
八木原村 546 13 559
小迎村 2 1 15 729 747

川内浦村 理明院、正明院
3

實相寺
1,441 15 1,459

伊ノ浦 544 544
畠下浦 327 327
横瀬浦村 天壽院 859 597 1,456

外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

面高村 128 593 721

天久保村 帰命寺
413 413

黒口村 397 397
大田和村 135 1,056 1,191
中浦村 21 118 879 1,018
多以良村 88 1,122 1,210

七ッ釜浦 西福寺
1,019 1,019

瀬戸村※ 16 恭王院
1 20 光明寺

4,203 4,240

雪浦村 正寶院
4 45 眞光寺

2,290 2,339

神浦村 26 南龍院
3 106 光照寺

5,325 5,460

黒崎村 29 1,428 1,457

三重村 3 吉祥院
6 62 正林寺

3,359 3,430

陌苅村 1 79 1,484 1,564

式見村 金蔵院
5 3 浄満寺

4,608 4,616

外
　
　
　
　
　
　
　
海

福田村 本祥院、普賢院 5 西光寺
3,021 3,026

大島村 6 14 987 1,007
黒瀬村 23 15 895 933
嘉喜浦村 3 5 696 704

崎戸浦村 1 1 信行寺
583 585

松島村 正定菴
183 16 1,808 2,007

江島村 18 3 1 善行寺
735 757

平島村 20 榮聖院 15 浄専寺
632 667

合計 169 6,889 3,142 45,191 62,015 117,406
【註】  藤野　保編『大村郷村記』全六巻（国書刊行会　1982年）、大村史談会編『大村藩戸町村郷村記』（大村史談会　2010年）から作成。
※浄土真宗の人数4,203人のうち、309人が家船である（『大村郷村記』第五巻）。
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一
　
家
臣
団
構
成

四

表1　家臣団構成（表）
格 石高（石） 役（役席） 人数（城下、村）

両家 500 両家

136、2

家老 300 家老
城代 250 城代

馬廻

200 武者奉行
130 中老
100 用人、江戸聞番、者頭
80 宗門奉行、長崎聞番、大坂聞番、船奉行

60 近習番頭、大目付、郡奉行、勘定奉行、町奉行、出納役、
山奉行、側詰

60 平馬廻

城下給人
（城下大給）

50 匕医

185、28

40 医師
25 書翰奉行、内用方、大納戸、側詰、吟味役、勘定方吟味役

20 徒士組頭、中小姓、目付、用番、勘定組頭、馬奉行、目付
使役、長崎在役、代官、宗門手合、記録方

20 城下平給人

村大給
15 役所目付、茶道、料理人頭、惣船頭、家大工棟梁、船大工

棟梁 60、24312 新徒士
15 村大給

小給 10 横目、坊主、料理人 124、7247 小給
足軽 6 足軽 322、787

扶持職人 ― 100、92
間人 ― 27、435
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註（
1
）　�

本
表
は
大
村
藩「
格
」「
家
臣
団
構
成
」（
藤
野
　
保
ほ
か
編『
藩
史
大
事
典
』第
7
巻
）を
参
考
と
し
た
が
、
基
本
史
料「
郷
村
記
」（
藤
野
　
保
編『
大
村
郷
村
記
』全
六
巻
）の
記
載
内
容
の

解
釈
は
難
し
い
部
分
が
あ
り
、
本
表
で
は
家
臣
団
数
や
格（
階
層
）な
ど
、
前
記
文
献
と
多
少
の
異
同
が
あ
る
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
以
下
の
註
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　�

格
（
階
層
）
と
役
（
職
）
に
拠
っ
て
家
臣
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
戦
闘
者
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
先
祖
の
軍
功
に
よ
り
格
が
決
ま
る
た
め
、
家
臣
階
層
と
し
て
の
格
は
軍
制
の
意
味
合
い

を
持
つ
。
家
臣
は
格
に
相
応
す
る
役
（
職
）
に
就
き
、
知
行
を
拝
領
す
る
（
知
行
高
・
拝
領
高
）。
人
材
登
用
な
ど
で
役
に
見
合
う
高
が
知
行
高
で
不
足
す
る
場
合
は
、
役
就
任
時
に
限

り
役
高
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
格
・
知
行
高
・
役
の
相
関
関
係
及
び
家
臣
人
数
な
ど
を
一
体
的
に
示
す
史
料
に
は
恵
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
格
・
職
の
明
確

な
区
別
は
難
し
い（
例
え
ば
家
老
格
と
家
老
職
）。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
し
、
本
表
は
家
臣
の
階
層
と
し
て
の
格
と
人
数
を
幕
末
期
の
状
況
を
反
映
す
る「
郷
村
記
」、
役
と
知
行
高

に
つ
い
て
は
、
文
化
十
一
年（
一
八
一
四
）と
文
政
二
年（
一
八
一
九
）の
両
改
革
時（
大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
三
冊
　
二
八
九
～
二
九
〇
頁
、
第
四
冊
　
一
四
頁
）の
役
席
を
参

照
系
と
し
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
示
し
た
。
両
度
の
改
革
で
の
役
席
・
知
行
（
役
席
）
高
に
は
相
違
が
あ
る
が
、
城
代
以
上
の
上
層
家
臣
に
変
化
は
な
く
、
そ
れ
以
下
の
各
階
層
で
三
～

三
〇
石
の
高
増
加
が
文
化
か
ら
文
政
年
間（
一
八
〇
四
～
一
八
三
〇
）に
か
け
て
み
え
る（
改
革
を
め
ぐ
っ
て
は『
新
編
大
村
市
史
』第
三
巻
近
世
編
　
二
六
八
～
二
七
〇
頁
参
照
）。
作

表
に
当
た
っ
て
は
、
文
政
二
年
時
を
基
本
と
し
、
こ
れ
か
ら
家
老
・
城
代
の
嫡
子
を
削
除
し
、
文
化
十
一
年
時
に
み
え
る
武
者
奉
行（
二
〇
〇
石
）を
加
え
た
。
ま
た
馬
廻
を「
平
馬
廻
」、

御
城
下
給
人
を
「
御
城
下
平
給
人
」
と
文
化
十
一
年
時
の
記
載
に
改
め
た
。
両
者
の
石
高
は
文
化
十
一
年
時
・
文
政
二
年
時
で
変
化
は
な
い
。
更
に
文
化
十
一
年
時
の
「
足
軽
」（
六
石
）

を
加
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
表
は
十
九
世
紀
前
半
の
家
臣
団
構
成
を
複
数
史
料
で
再
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
限
界
や
問
題
が
あ
る
こ
と
を
理
解
願
い
た
い
。

（
3
）　�

家
臣
の
役（
職
）は
格（
階
層
）に
相
応
し
た
者
が
就
く
が
、
役
席
に
み
え
る
役
に
は
、
本
表
で
格（
両
家
・
家
老
・
城
代
・
馬
廻
・
城
下
給
人
・
村
大
給
・
小
給
・
足
軽
）と
考
え
る
も

の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
役
と
格
の
明
確
な
区
分
は
難
し
い
。
た
だ
、「
平
馬
廻
」「
御
城
下
平
給
人
」（
文
化
十
一
年
時
）な
ど
の
役
席
が
あ
り
、
そ
の
上
位
の
役
は
馬
廻
・
城
下
給
人
が
就

い
た
役（「
平
」で
は
な
い
）と
想
定
で
き
る
、
と
の
立
場
か
ら
作
表
し
た
。

（
4
）　
家
臣
団
の
格（
階
層
）の
人
数
は
、「
郷
村
記
」の
各
村
記
載
の
住
居
知
行
人
別（
住
居
諸
士
名
前
）と
該
当
す
る
階
層
竃
数
を
基
に
算
出
し
た
が
、
数
値
が
食
い
違
う
場
合
は
後
者
を
と
っ

た
。
何
ら
か
の
理
由（
交
代
勤
務
な
ど
）で
正
規
居
住
者
と
み
な
さ
れ
ず
竃
数
に
算
入
さ
れ
な
い
背
景
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
註（
7
）～（
12
）及
び

（
14
）に
記
す
よ
う
な
操
作
を
適
宜
加
え
た
。
ま
た
、『
新
編
大
村
市
史
』第
三
巻
近
世
編
　
表
1
︱
18（
一
八
二
、一
八
三
頁
。
以
下
近
世
編
　
表
1
︱
18
と
記
す
。）「
地
域
社
会
の
構
成
者
」

も
「
郷
村
記
」
に
基
づ
く
が
、
職
人
や
医
師
な
ど
に
み
ら
れ
る
「
扶
持
取
」、
つ
ま
り
家
臣
化
さ
れ
た
階
層
も
、
生
業
基
準
で
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
表
は
職
人
な
ど
の
生

業
者
も
、「
扶
持
取
」
層
は
家
臣
団
を
構
成
す
る
と
の
立
場
か
ら
作
表
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
村
ご
と
の
状
況
を
示
し
た
近
世
編
　
表
1
︱
18
も
参
照
さ
れ
た
い
。
同
表
の
侍
は
、
本

表
の
両
家
か
ら
馬
廻
以
上（
両
家
・
家
老
・
城
代
・
馬
廻
）、
給
人
は
城
下
給
人（
城
下
大
給
）・
村
大
給
・
小
給
層
な
ど
に
該
当
す
る
。

（
5
）　
安
政
四
年（
一
八
五
七
）に
古
賀
村
と
の
交
換
に
よ
り
幕
府
に
収
公
さ
れ
た
戸
町
村
は
、
本
表
作
成
の
基
本
と
し
た「
郷
村
記
」（
藤
野
　
保
編『
大
村
郷
村
記
』全
六
巻
）に
含
ま
れ
な
い
。

こ
の
た
め
当
村
分
は
大
村
史
談
会
編『
大
村
藩
戸
町
村
郷
村
記
』の
デ
ー
タ
か
ら
加
え
た
。

（
6
）　
本
表
が
対
象
と
す
る
「
郷
村
記
」
は
、
蔵
入
地
（
直
轄
領
）
の
把
握
を
企
図
し
て
お
り
、
私
領
（
家
臣
知
行
地
）
の
記
載
情
報
は
乏
し
い
が
、
作
表
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
点
も
考
慮
し
、

可
能
な
限
り
の
家
臣
階
層
別
の
人
数
復
元
に
努
め
た
。
か
か
る「
郷
村
記
」記
載
内
容
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は『
新
編
大
村
市
史
』第
三
巻
近
世
編
　
一
八
〇
～
一
八
五
頁
を
参
照
。

（
7
）　「
郷
村
記
」の
な
か
の
大
村
城
下
分（
久
原
・
池
田
）の
馬
廻
以
上（
両
家
・
家
老
・
城
代
・
馬
廻
・
医
師
）・
城
下
給
人（
城
下
大
給
）の
人
数
は
内
訳
が
明
示
さ
れ
な
い
た
め
、「
郷
村
記
」

の「
第
九
　
諸
士
持
高
」の「
大
村
久
原
之
部
諸
士
持
高
」「
大
村
池
田
之
部
諸
士
持
高
」記
載
の
家
臣
数
か
ら
算
出
し
た
。
医
師
の
区
別
は
な
い
も
の
の
、
儒
医
風
の
名
前（
玄
春
・
自
哲
・

周
貞
・
立
仙
な
ど
）が
馬
廻
層（
城
下
大
給
の
上
位
層
）と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
文
化
十
一
年
の
役
席
で
医
師
は
城
下
給
人
格
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
時
代
的
な
変
化
な
の
か
は

判
然
と
し
な
い
。
本
表
は「
郷
村
記
」中
の「
第
九
　
諸
士
持
高
」に
み
え
る
儒
医
風
の
者（
三
〇
名
）を
医
師
と
み
て
城
下
給
人
に
位
置
づ
け
作
表
し
た
。

（
8
）　「
郷
村
記
」は「
大
村
之
部
　
小
路
」「
大
村
之
部
　
町
」と
の
書
冊
を
含
む
。
前
者
に
は
小
路
居
住
家
臣
、
ま
た
後
者
に
は「
町
内
惣
竃
数
合
六
百
七
拾
壱
軒
」が
あ
が
り
家
臣
階
層
別
の
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軒
数
も
み
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
城
下
の
小
路
・
町
の
詳
細
が
う
か
が
え
る
デ
ー
タ
だ
が
、「
大
村
　
久
原
・
池
田
之
部
」と
い
う
書
冊
に
載
る「
竃
数
貳
千
五
百
六
拾
九
軒
」の
内
数
と
考

え
ら
れ
る
。「
大
村
　
久
原
・
池
田
之
部
」分
に「
内
三
百
七
拾
五
軒
　
両
家
・
家
老
・
城
代
・
馬
廻
・
医
師
・
城
下
大
給
」な
ど
、
小
路
・
町
居
住
者
と
考
え
ら
れ
る
階
層
の
合
算
軒
数

が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
大
村
之
部
　
小
路
」「
大
村
之
部
　
町
」分
の
デ
ー
タ
は
本
表
に
は
反
映
さ
せ
て
い
な
い
。
な
お
、
近
世
編
　
表
1
︱
18
に
内
数
と
し

て「
玖
島
城
下
町
」分
の
人
数
を
載
せ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）　
前
述
の
よ
う
に「
第
九
　
諸
士
持
高
」の「
大
村
久
原
之
部
諸
士
持
高
」「
大
村
池
田
之
部
諸
士
持
高
」で
医
師
の
区
別
は
な
い
も
の
の
、
儒
医
風
の
名
前
が
あ
が
る
の
で
、
城
下
人
数
に

医
師（
た
だ
し
城
下
給
人
格
に
位
置
付
け
）が
含
ま
れ
る
。「
郷
村
記
」諸
村
分
に
も「
村
医
扶
持
」の
文
言
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は「
村
中
惣
竃
割
合
」な
ど
の
表
現
か
ら
、
村
人
出
し
合

い
に
よ
る
医
師「
扶
持
」（
雇
用
料
）と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
村
方
の
医
師
は
家
臣
数
に
組
み
入
れ
な
い（『
新
編
大
村
市
史
』第
三
巻
近
世
編
　
一
九
八
頁
参
照
）。

（
10
）　
職
人
層
に
は
、
そ
の
技
芸
で
召
抱
の
対
象
に
な
っ
た
者
が
あ
る
。「
郷
村
記
」の
前
出「
第
九
　
諸
士
持
高
」記
載
の「
諸
職
人
」が
こ
れ
に
該
当
し
、
大
工
・
籠
懸
・
指
物
屋
・
左
官
・
木

挽
・
大
鋸
・
石
工
・
畳
屋
・
桶
屋
・
張
附
屋
・
表
具
師
・
井
戸
掘
・
船
大
工
・
杣
取
・
鍛
冶
・
建
具
屋
・
轆
轤
師
・
塗
師
・
鞘
師
・
染
屋
な
ど
の
職
種
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
階
層
は

日
常
的
に
は
生
業
と
し
て
仕
事
を
し
つ
つ
、
諸
役
を
課
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
四
民
江
之
教
諭
」
に
は
「
御
家
之
職
人
は
、
御
扶
持
人
之
儀
ニ
候
得
は
、
公
私
を
分
、
表
裏
等

有
之
候
身
分
に
あ
ら
す
」（『
長
崎
県
史
』史
料
編
第
二
　
九
八
頁
）と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
か
ら
、「
扶
持
大
工
」「
扶
持
鍛
冶
」な
ど
藩
か
ら「
扶
持
」（
給
分
）を
受
け
る
階
層
と
し

て
表
記
さ
れ
る
の
で
、
表
化
に
際
し
て
は「
扶
持
職
人
」と
分
類
し
、「
殿
組
諸
職
人
」「
船
手
職
人
」な
ど
も
こ
の
階
層
に
含
め
た（
近
世
編
　
表
1
︱
18
参
照
）。

（
11
）　
役
席
の
料
理
人
頭
・
家
大
工
棟
梁
・
船
大
工
棟
梁
は
扶
持
職
人
に
相
当
す
る
が
、
役
席
順
を
考
慮
す
れ
ば
、
給
人（
村
大
給
・
小
給
）が
就
い
た
の
で
、
そ
こ
に
位
置
づ
け
た
。

（
12
）　
挌
（
階
層
）
の
区
別
が
不
分
明
な
場
合
は
、
そ
の
性
格
を
考
慮
し
適
宜
の
操
作
を
加
え
た
。
例
え
ば
竈
数
と
し
て
は
職
人
が
扶
持
人
と
し
て
足
軽
層
と
一
括
さ
れ
る
場
合
で
も
、「
住
居

知
行
人
別
」
の
項
で
、
諸
職
人
の
立
場
で
人
名
・
禄
高
・
生
業
記
載
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
参
考
に
扶
持
職
人
竈
数
を
把
握
し
調
整
の
上
で
各
村
の
扶
持
職
人
数
を
算
出
し
た
。
大
村

の
久
原
分
・
池
田
分
の
普
請
組
は
扶
持
職
人
を
加
え
た
。

（
13
）　
扶
持
職
人
・
間
人
は
役
席
に
み
え
な
い
の
で
、「
役
」欄
は
無
記
載
と
し
た
が
、
実
際
に
は
述
べ
た
よ
う
に
様
々
な
職（
役
職
）に
就
い
て
お
り
、
そ
れ
が
家
臣
化
さ
れ
た
背
景
で
も
あ
る
。

（
14
）　
間
人
を
「
郷
村
記
」
で
は
、
給
人
間
・
間
小
給
・
奉
公
間
人
ま
た
間
百
姓
な
ど
と
呼
ぶ
。
前
者
は
扶
持
人
層
に
隣
接
記
載
で
名
称
か
ら
も
士
分
（
武
士
）
関
係
の
間
人
と
考
え
ら
れ
、
家

臣
団
を
構
成
す
る
存
在
で
、
近
世
編
　
表
1
︱
18
の
武
士
層
欄
の「
間
人
」が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
ま
た
、
前
出「
第
九
　
諸
士
持
高
」の「
大
村
久
原
之
部
諸
士
持
高
」「
大
村
池
田
之
部

諸
士
持
高
」に「
寺
社
」が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
家
臣
と
い
う
側
面
も
持
つ
。
た
だ
、
間
人
や
寺
社
な
ど
は
、
本
表
に
組
み
入
れ
た
家
臣
の
役
席（
役
）に
は
み
え
ず
家
臣
独
自
の
格

（
階
層
）と
は
認
め
が
た
い
。
こ
の
よ
う
な
性
格
に
か
ん
が
み
本
表
に
は
多
数
を
占
め
る
間
人
を
記
す
も
の
の
、
寺
社
は
除
い
た
。

（
15
）　
作
表
に
当
た
っ
て
は
、
役
職
等
に
み
え
る
藩
主
へ
の
敬
称「
御
」は
省
略
し
た
。

【
引
用
参
考
文
献
・
史
料
】

　
　
藤
野
　
保「
大
村
藩
」（
藤
野
　
保
ほ
か
編『
藩
史
大
事
典
』第
7
巻
九
州
編
　
雄
山
閣
出
版
　
一
九
八
八
所
収
）

　
　
藤
野
　
保
編『
大
村
郷
村
記
』全
六
巻（
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
二
）

　
　
大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
三
冊（
大
村
史
談
会
　
一
九
九
六
）

　
　
大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
四
冊（
大
村
史
談
会
　
一
九
九
六
）

　
　�

柴
多
一
雄「
第
二
章
第
三
節
　
寛
政
改
革
と
化
政
改
革
」（
大
村
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
新
編
大
村
市
史
』第
三
巻
近
世
編
　
大
村
市
　
二
〇
一
五
所
収
）

　
　
髙
野
信
治「
第
一
章
第
四
節
　
地
域
の
人
々
と
く
ら
し
」（
大
村
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
新
編
大
村
市
史
』第
三
巻
近
世
編
　
大
村
市
　
二
〇
一
五
所
収
）

　
　
大
村
史
談
会
編『
大
村
藩
戸
町
村
郷
村
記
』（
大
村
史
談
会
　
二
〇
一
〇
）
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　「
大
村
藩
」（
長
崎
県
史
編
纂
委
員
会
編『
長
崎
県
史
』史
料
編
第
二
　
長
崎
県
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
六
四
所
収
）

�

（
髙
野
信
治
）
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銀
奉
行

銀
奉
行

納
戸
納
戸
手
代
手
代

出
納
奉
行

出
納
奉
行

元
締
役

元
締
役

中
老
中
老 用

人
用
人

旗
本
年
番

旗
本
年
番

旗
本
頭

旗
本
頭

馬
廻
馬
廻

組
付
馬
廻

組
付
馬
廻

武
具
方

武
具
方

手
頭
方

手
頭
方

元
締
付

元
締
付

徒
士
頭

徒
士
頭

徒
士
組
頭

徒
士
組
頭

小
道
具
奉
行

小
道
具
奉
行

足
軽
頭

足
軽
頭

者
頭
者
頭

殿
諸
職
人

殿
諸
職
人

船
手
船
手
鉄
砲
組
足
軽

鉄
砲
組
足
軽

弓
鉄
砲
組
小
給

弓
鉄
砲
組
小
給

組
付
大
小
給

組
付
大
小
給

武
具
方
大
小
給

武
具
方
大
小
給

給
人
取
次

給
人
取
次

外
様
足
軽

外
様
足
軽

組
外
大
小
給

組
外
大
小
給

定
之
者

定
之
者

中
小
姓
支
配

中
小
姓
支
配

近
習
番
頭

近
習
番
頭

台
所
頭

台
所
頭

台
所
人

台
所
人

小
姓
小
姓

中
小
姓

中
小
姓

馬
奉
行

馬
奉
行

茶
道
茶
道

坊
主
坊
主

側
用
人

側
用
人

書
簡
奉
行

書
簡
奉
行

大
納
戸

大
納
戸

吟
味
役

吟
味
役

内
用
方

内
用
方

（
手
合
奉
行
）

（
手
合
奉
行
）

（
月
番
）

（
月
番
）

（
備
方
）

（
備
方
）

〈番　　　　方〉〈番　　　　方〉

一
　
大
村
藩
職
制

五
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大
坂
聞
番

大
坂
聞
番

長
崎
聞
番

長
崎
聞
番

皿
山
代
官

皿
山
代
官

船
奉
行

船
奉
行

浦
奉
行

浦
奉
行

町
奉
行

町
奉
行

作
奉
行

作
奉
行

乙
名
乙
名

別
当
別
当

問
・
小
左
司
・
小
頭

問
・
小
左
司
・
小
頭

庄
屋
・
こ

　さ

　し

小
左
司
・
小
頭

庄
屋
・
こ

　さ

　し

小
左
司
・
小
頭

浦
百
姓

浦
百
姓

百
姓
百
姓

郡
奉
行

郡
奉
行

大
目
付

大
目
付

小
目
付

小
目
付

宗
門
方
付
鉄
砲
足
軽

宗
門
方
付
鉄
砲
足
軽

墓
番
鉄
砲
足
軽

墓
番
鉄
砲
足
軽

村
横
目

村
横
目

寺
社
寺
社

作
事
奉
行

作
事
奉
行

陣
場
奉
行

陣
場
奉
行

吟
味
役

吟
味
役

山
奉
行

山
奉
行

蔵
奉
行

蔵
奉
行

板
敷
蔵
役

板
敷
蔵
役

勘
定
組
頭

勘
定
組
頭

勘
定
人

勘
定
人

山
目
付

山
目
付

山
ノ
口
・
山
留

山
ノ
口
・
山
留

勘
定
奉
行

勘
定
奉
行

寺
社
寺
社
宗
門
宗
門
奉
行
奉
行

村
横
目

村
横
目

町
横
目

町
横
目

家
老
家
老
両
家
両
家

城
代
城
代

藩主藩主

〈役　　　　方〉〈役　　　　方〉

代
官
・
手
代

代
官
・
手
代

町
与
力

町
与
力

町
年
寄

町
年
寄

町
乙
名

町
乙
名

町
別
当

町
別
当

町
人
町
人

浦
手
代

浦
手
代

貝
取
役

貝
取
役

惣
船
頭

惣
船
頭

船
頭
船
頭

船
大
工
棟
梁

船
大
工
棟
梁

別
当
別
当長

崎
在
役

長
崎
在
役

江
戸
元
締
役

江
戸
元
締
役

江
戸
聞
番

江
戸
聞
番

江
戸
在
府
家
老

江
戸
在
府
家
老

図1　大村藩職制



618

註（
1
）　
本
図
は
、
大
村
藩「
藩
の
職
制
の
大
綱
」（
藤
野
　
保
ほ
か
編『
藩
史
大
事
典
』第
7
巻
）・
大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』評
釈
を
参
考
と
し
、
適
宜
、
岩
永
十
太
夫
書「
要
録
」（
岩
永
充
三

所
蔵
文
書
〔
長
崎
県
西
海
市
〕、
大
村
市
総
務
課
市
史
編
さ
ん
室
提
供
写
真
複
写
）
の
「
諸
士
之
支
配
」、「
願
文
言
之
内
心
得
」（
近
世
中
期
〔
元
文
か
ら
明
和
年
間
〈
一
七
三
六
～

一
七
七
二
〉〕頃
か
）な
ど
、
参
照
史
料
に
よ
り
修
正
を
加
え
作
成
し
た
。
た
だ
し
、
時
期
に
よ
る
役
職
名
や
実
務
内
容
の
変
化
が
史
料
に
散
見
す
る
。
ま
た
、
役
職（
役
所
）の
関
係
が

不
明
確
な
場
合
が
多
い
。
更
に
、
前
表
（
表
10
）
の
役
に
相
応
し
た
職
制
組
織
の
復
元
は
史
料
的
に
も
難
し
く
、
役
職
相
互
の
座
位
・
序
列
（
役
職
の
高
低
で
表
現
）
を
正
確
に
反
映
し

た
も
の
に
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
点
な
ど
も
、
留
意
さ
れ
た
い
。

（
2
）　
職
制
は
番
方
と
役
方
か
ら
な
る
。
ま
た
、「
当
役
」と
し
て
役
に
あ
る
も
の
が
更
に
別
役
を
務
め
る
の
を「
加
役
」と
い
っ
た（「
諸
士
江
之
御
示
」〔『
長
崎
県
史
』史
料
編
第
二
　
七
八
頁
〕）。

出
納
奉
行
・
寺
社
奉
行
・
大
目
付
・
普
請
奉
行
・
宗
門
奉
行
は
、
本
来
、
番
方
と
い
え
る
者
頭
・
物
奉
行
が
加
役
と
し
て
務
め
た
が
、
天
和
三
年（
一
六
八
三
）一
二
月
に
無
役
の
馬
廻

が
こ
の
役
に
就
く
と
定
め
る
（「
法
令
家
中
制
法
　
下
」〔『
長
崎
県
史
』
史
料
編�

第
二
五
六
頁
〕）。
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
も
番
方
と
役
方
の
両
者
を
兼
職
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
が
う

か
が
わ
れ
、
両
者
の
不
分
明
な
性
格
も
指
摘
で
き
る
が
、
図
示
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
区
分
が
現
れ
る
よ
う
に
し
た
。

（
3
）　
旗
本（
備
方
）は
家
老
が
旗
本
年
番（
前
表
の
武
者
奉
行
に
相
当
か
）を
通
じ
直
接
管
轄
に
お
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
番
方
は
用
人（
月
番
）に
日
常
的
な
管
轄
権
が
あ
っ
た（
た
だ
し
軍

事
指
揮
権
は
別
だ
ろ
う
）。
ま
た
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
各
部
署
に
用
人
が
み
え
、
御
用
人
が
中
老
を
管
轄
し（「
要
録
」）、
代
官
任
免
を
持
つ（『
九
葉
実
録
』第
二
冊
　
一
四
九
頁
）な

ど
広
範
な
権
限
を
備
え
る
用
人
の
記
述
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
弁
別
は
難
し
い
の
で
、
図
示
に
当
た
っ
て
は
用
人（
月
番
）を
軸
に
し
た
。

（
4
）　
手
合
奉
行
は
家
中
か
ら
の
願
を
家
老
へ
取
り
次
ぐ
の
を
主
務
と
し
、
評
定
所
の
訴
訟
の
整
理
を
す
る（『
九
葉
実
録
』第
一
冊
　
七
三
、八
九
頁
）。
元
禄
十
四
年（
一
七
〇
一
）六
月
、
中

老
と
改
称
、
奉
行
を
改
め
用
人
と
な
し（
同
一
一
六
頁
）、
中
老
用
人
と
の
役
名
も
み
え
る（『
九
葉
実
録
』第
二
冊
　
一
五
八
頁
）。
藩
主
側
の
諸
役
を
統
括
す
る
立
場
と
い
え
る
。

（
5
）　
大
納
戸
は
藩
主
の
生
活
面
を
取
り
仕
切
る
責
任
者
で
、
衣
服
・
調
度
・
金
銀
収
支
の
管
理
者
。
藩
主
側
近
の
側
用
人
の
管
轄
下
で
兼
務
の
場
合
も
あ
る
（『
九
葉
実
録
』
第
二
冊
　
六
、

二
四
～
二
五
頁
）。
大
納
戸
の
監
査
役
で
あ
る
大
納
戸
吟
味
役
が
中
老
支
配
下
に
い
た（「
要
録
」）。

（
6
）　
元
締
役
は
各
奉
行
所
か
ら
の
書
類
を
ま
と
め
、
勘
定
奉
行
に
廻
す
決
済
を
す
る
。
勘
定
奉
行
出
納
役
・
作
事
奉
行
な
ど
を
兼
務
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
書
類
を
検
査
す
る
の
が
吟
味
役
。

元
締
手
代
は
元
締
役
所
の
補
佐
役
（『
九
葉
実
録
』
第
一
冊
　
一
一
九
、一
二
九
、一
三
五
頁
、
第
三
冊
　
一
九
八
、二
〇
一
頁
）。
な
お
、
元
締
役
用
人
も
確
認
さ
れ
る
（『
九
葉
実
録
』
第

三
冊
　
二
八
三
頁
）。

（
7
）　
出
納
奉
行
（
前
表
の
出
納
役
か
）
は
勘
定
奉
行
と
同
様
の
財
務
関
係
の
役
を
担
う
が
、
納
戸
と
い
う
藩
主
直
近
の
物
品
を
扱
う
の
で
、
奥
向
（
大
名
家
。
藩
政
全
般
で
は
な
い
）
の
性
格

が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（『
大
村
見
聞
集
』　
八
七
九
～
八
八
〇
頁
）。

（
8
）　
役
名
の
異
同
が
不
明
確
な
分
が
あ
り
、
上
記
の
手
合
奉
行
、
中
老
、
用
人
、
元
締
役
な
ど
の
区
別
は
、
中
老
用
人
、
元
締
役
用
人
な
ど
の
役
名
も
あ
り
、
区
別
が
つ
き
に
く
い
。
前
表

に
あ
る
よ
う
に
、「
御
中
老
」「
御
用
人
」は
、
独
立
し
た
要
職
と
い
え
る
が
、
中
老
は
家
老
職
に
次
ぎ
城
代
や
元
締
役
に
就
く
と
い
う
解
釈（『
九
葉
実
録
』第
一
冊
　
一
七
九
頁
）で
は
、

家
老
・
中
老
は
格
で
あ
り
、
城
代
・
元
締
役
は
職
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
役
名
や
そ
の
異
同
が
分
か
り
に
く
い
の
は
、
前
表
で
説
明
し
た
よ
う
な
格
と
職
の
不
分
明
さ
や
役
職
名
の
変

化
な
ど
も
背
景
だ
ろ
う
。

（
9
）　
台
所
頭
、
台
所
人
は
前
表
の
御
料
理
人
頭
、
御
料
理
人
に
当
た
ろ
う
。

（
10
）　
作
事
奉
行
の
も
と
に
陣
場
奉
行（
陣
営
準
備
の
担
当
者
）が
お
か
れ
た（
文
化
七
年〔
一
八
一
〇
〕九
月
。『
九
葉
実
録
』第
三
冊
　
二
二
八
、二
三
三
頁
）。

（
11
）　
勘
定
奉
行
と
大
目
付
が
兼
役
の
場
合
も
あ
っ
た（『
九
葉
実
録
』第
二
冊
　
八
一
頁
）。

（
12
）　
馬
廻
階
層
で
も
一
三
〇
石
以
下
は
乗
馬
が
許
さ
れ
な
い
徒
士
と
さ
れ
、
そ
の
差
配
者
が
徒
士
頭
で
あ
る（『
九
葉
実
録
』第
一
冊
　
一
二
一
頁
）。

（
13
）　
郡
代（
寛
文
三
年〔
一
六
六
三
〕設
置
）は
農
耕
そ
の
他
の
村
方
支
配
全
般
に
当
る（『
九
葉
実
録
』第
一
冊
　
二
九
～
三
〇
頁
）。
の
ち
郡
奉
行
と
呼
ば
れ
、
地
方
と
島
方
に
一
人
宛
在
任
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し
そ
の
も
と
で
代
官
が
実
務
を
担
当
し
た（『
九
葉
実
録
』第
二
冊
　
二
六
八
頁
）。

（
14
）　
作
奉
行
は
、
蔵
入
地
・
知
行
地
に
わ
た
る
作
人
・
作
方
全
般
の
見
分
に
当
た
り
、
代
官
に
報
告
す
る（『
九
葉
実
録
』第
二
冊
　
一
七
～
一
八
頁
）。

（
15
）　
在
地
役
人
の
中
心
は
、
村
が
庄
屋（
は
じ
め
肝
煎
）、
浦
が
問
役（
弁
差
と
も
）、
町
が
別
当
。
そ
の
補
佐
役（
小
左
司
・
小
頭
な
ど
）も
い
た
。

（
16
）　
問
役（
庄
屋
に
相
当
）が
郡
代（
の
ち
郡
奉
行
）の
指
示
を
受
け（『
九
葉
実
録
』第
一
冊
　
一
五
五
頁
）、
ま
た
郡
奉
行
は「
山
方
之
儀
も
支
配
被
仰
付
候
間
山
奉
行
方
江
取
合
ニ
不
及
」と

も
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
郡
奉
行
は
「
土
地
方
・
山
方
・
浦
々
共
ニ
支
配
」
に
当
た
り
、
山
方
・
浦
方
も
含
め
た
郡
方
全
般
の
支
配
を
担
当
す
る
（『
九
葉
実
録
』
第
一
冊
　

一
五
五
、二
六
九
頁
）。
浦
奉
行
は
浦
（
村
）
に
関
わ
ろ
う
が
貝
取
役
支
配
（
同
三
一
頁
）
な
ど
生
産
関
係
の
管
理
を
主
務
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
町
方
は
町
奉
行
管
轄
で
郡
奉
行
は
原
則

と
し
て
支
配
関
与
し
な
か
っ
た
。

（
17
）　
村
横
目
は「
勤
方
宗
門
方
第
一
」（『
大
村
見
聞
集
』　
七
〇
八
頁
）と
い
わ
れ
る
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
改
め
に
留
意
し
、善
悪
に
よ
ら
ず
日
常
的
な
報
告
を
大
目
付
へ
月
末
に
し
て
い
た（
同

六
四
八
頁
）。
し
た
が
っ
て
村
横
目
は
寺
社
・
宗
門
奉
行
と
大
目
付
の
両
管
轄
下
に
あ
っ
た（「
要
録
」）。
ま
た
役
を
果
た
せ
ず「
悪
事
」が
ほ
か
よ
り
発
覚
し
た
場
合
は
罪
と
さ
れ
、
そ

の
職
に
不
適
格
と
み
な
さ
れ
た
場
合
、
当
該
村
で
選
任
さ
れ
た
。
庄
屋
と
と
も
に
有
用
な
意
見
を
上
申
す
る
立
場
に
あ
っ
た（『
九
葉
実
録
』第
一
冊
　
二
一
、二
七
頁
）。

（
18
）　
代
官
・
庄
屋
の
非
分
は
村
横
目
へ
申
し
届
け
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
は
城
下
の
役
人
へ
報
告
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
非
分
届
の
証
拠
が
不
十
分
の
場
合
は
届
出
の
者
が
大
罪
と
さ

れ
る（「
法
令
家
中
制
法
　
下
」〔『
長
崎
県
史
』史
料
編
第
二
　
六
九
頁
〕）。

（
19
）　
大
目
付
配
下
の
横
目
が
お
り
、
目
付
あ
る
い
は
小
目
付
・
大
横
目
な
ど
と
称
さ
れ
、
村
横
目
と
と
も
に
、「
大
目
付
衆
中
」
と
呼
ば
れ
監
査
役
集
団
を
な
し
た
（『
九
葉
実
録
』
第
二
冊
　

三
八
八
、三
九
二
頁
）。
な
お
村
横
目
は
前
述
の
よ
う
に
、
大
目
付
と
宗
門
・
寺
社
奉
行
の
両
管
轄
下
に
あ
っ
た
（
破
線
（

）
で
同
役
を
示
す
）。
大
目
付
以
下
（
　
　
で
囲
む
）
と
町

横
目
を
起
点
と
し
、
郡
奉
行
以
下（
　
で
囲
む
）又
は
町
人
に
至
る
矢
印（

）は
監
視
関
係
を
示
す
。

（
20
）　
平
島
・
崎
戸
な
ど
二
四
ヵ
所
に
お
か
れ
た「
島
方
横
目
番
所
」（『
大
村
見
聞
集
』　
八
六
七
～
八
六
八
頁
）を
管
轄
す
る
の
が
、
外
海
の
松
島
役
所
に
お
か
れ
た「
摠
横
目
」で
あ
ろ
う（『
九

葉
実
録
』第
二
冊
　
四
〇
頁
）。
な
お
、
前
記
の
目
付
組
織（
大
目
付
・
目
付
・
村
横
目
）と
摠
横
目
の
関
係
は
不
詳
の
た
め
本
図
に
は
入
れ
て
い
な
い
。

（
21
）　
町
年
寄
の
非
分
行
為
は
乙
名
か
ら
、
乙
名
の
非
分
行
為
は
町
年
寄
か
ら
、
町
奉
行
へ
申
し
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（「
商
人
江
之
御
示
」〔『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
　
一
〇
三
～

一
〇
四
頁
〕）。
な
お
、
町
与
力
と
と
も
に
町
横
目
と
い
う
役
名
も
み
え
る
が
、
町
方
諸
役
の
監
視
役
と
い
う
よ
り
、
町
人
支
配
役
の
性
格
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
九
葉
実
録
』
第

二
冊
　
一
九
五
、二
〇
六
、二
一
二
頁
）。

（
22
）　
波
佐
見
皿
山
奉
行
が
皿
山
代
官
に
改
称
し
た
と
思
わ
れ
、別
当
は
製
品
出
荷
地
の
川
棚
に
駐
在
し
、川
棚
別
当
と
呼
ば
れ
た（『
九
葉
実
録
』第
一
冊
　
三
四
、四
九
、二
二
七
、二
三
三
頁
）。

（
23
）　
山
奉
行
は
山
林
全
体
の
植
林
、
伐
採
を
管
理
す
る
役
で
、
郡
奉
行
と
の
兼
役
も
さ
れ
た
（『
九
葉
実
録
』
第
二
冊
　
一
九
、二
八
、八
一
、九
二
頁
）。
さ
ら
に
山
之
口
・
山
留
が
い
る
。
山

目
付
は
山
之
口
・
山
留
と
山
見
廻
り
を
す
る
山
行
政
の
監
査
役
で
、
山
目
付
が
病
欠
な
ど
の
際
は
横
目（
目
付
）が
こ
れ
を
補
佐
し
た（『
九
葉
実
録
』第
二
冊
　
三
二
二
～
三
二
三
頁
）。

本
図
で
は
出
納
奉
行
の
管
轄
下
と
し
て
図
示
す
る（『
大
村
見
聞
集
』　
八
八
一
頁
）。

（
24
）　
長
崎
聞
番（
役
）は
二
名
隔
年
交
代
と
さ
れ
る（『
九
葉
実
録
』第
一
冊
　
一
〇
七
、一
二
三
頁
）。
江
戸
・
大
坂
の
聞
番
も
同
様
か
は
不
詳
。

（
25
）　
作
図
に
当
た
っ
て
は
、
役
職
等
に
み
え
る
藩
主
へ
の
敬
称「
御
」を
省
略
し
た
。

【
引
用
参
考
文
献
・
史
料
】

　
　
　
藤
野
　
保「
大
村
藩
」（
藤
野
　
保
ほ
か
編『
藩
史
大
事
典
』第
7
巻
九
州
編
　
雄
山
閣
出
版
　
一
九
八
八
所
収
）

　
　
　
岩
永
十
太
夫
書「
要
録
」（
岩
永
充
三
所
蔵
文
書〔
長
崎
県
西
海
市
〕　
大
村
市
総
務
課
市
史
編
さ
ん
室
提
供
写
真
複
写
）

　
　
　「
大
村
藩
」（
長
崎
県
史
編
纂
委
員
会
編『
長
崎
県
史
』史
料
編
第
二
　
長
崎
県
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
六
四
所
収
）
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大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
一
冊（
大
村
史
談
会
　
一
九
九
四
）

　
　
　
大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
二
冊（
大
村
史
談
会
　
一
九
九
五
）

　
　
　
大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
三
冊（
大
村
史
談
会
　
一
九
九
六
）

　
　
　
藤
野
　
保
・
清
水
紘
一
編『
大
村
見
聞
集
』（
髙
科
書
店
　
一
九
九
四
）

�

（
髙
野
信
治
）


